
 

（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会 

 
日 時：令和５年９月２２日（金）１６：００～１７：３０ 

場 所：ＴＨＥ ＭＡＲＫ ＧＲＡＮＤ ＨＯＴＥＬ 

    ５階ＴＨＥ ＧＲＡＮＤ ＲＯＯＭ 

 

議 事 次 第 

 
司会：関東地方整備局 企画部 

技術開発調整官 

 

 １．開  会 

 

 ２．挨  拶 

  ○ 関東地方整備局 藤巻 浩之 局長 

  ○ （一社）日本橋梁建設協会 川畑 篤敬 会長 

 

 ３．情 報 提 供 

  ・関東地方整備局の取り組みについて 

 

 ４．意 見 交 換 

  ◇ （一社）日本橋梁建設協会 提案テーマ 

１．現場安全対策の取組み（安全性の向上） 

２．鋼橋事業の進化と継承 （未来を守る強靭化事業の推進） 

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上） 

４．鋼橋メンテナンス事業の推進 （持続可能な環境整備） 

 ５ 挨  拶 
  ○ （一社）日本橋梁建設協会 川上 剛司 副会長 

  ○ 関東地方整備局 森  毅彦 副局長 

 

 ６ 閉  会 

  



配 付 資 料 一 覧 

＜関東地方整備局＞ 

・関東地方整備局の取り組みについて 整備局資料－１ 

・関東地方整備局の主な鋼橋上部発注予定箇所 整備局資料－２ 

・令和５年度 回答 整備局資料－３ 

・前年度意見要望への対応状況 資料－４ 

＜（一社）日本橋梁建設協会＞ 

・意見交換会提案議題  重点活動テーマ 

 参考等資料集 

・橋建協のご案内（パンフレット） ※当日配付

・虹橋 ※当日配付

・橋の相談室（パンフレット）※当日配付

・循環型社会への架け橋（パンフレット）※当日配付 



令和5年9月22日

会長 川畑 篤敬 局長 藤巻 浩之
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（関東事務所）副所長 依田　道拓 ※ 千葉県　県土整備部道路整備課　課長 齊藤　博美

（関東事務所）副所長 蘆田　真一 ※ 千葉県　県土整備部道路環境課　課長 花岡　信明

（関東事務所）幹事 山岸　武 ※ 東京都　建設局　総務部　企画担当部長 松島　進

（関東事務所）幹事 白田　達也 ※ 神奈川県　道路整備課長代理 松本　岳生

（関東事務所）幹事 青木　一矢 ※ 神奈川県　道路管理課調査グループ　グループリーダー 鳥澤　清志

※ 神奈川県　技術管理課技術管理グループ　技幹 三浦　剛

※ 山梨県　課長補佐 国久　秀樹

※ 山梨県　課長補佐 河野　貴

※ 山梨県　技師 中島　秀鷹

※ 長野県　建設部　道路管理課　技師 松本　陵

※ 長野県　建設部　道路建設課　国道・橋梁係長 向山　智也

※ 横浜市　道路局　橋梁課長 井田　剛

※
川崎市　建設緑政局道路河川整備部　施設維持課　課長補佐（課長代
理） 千葉　圭司

※ 千葉市　建設局　土木部　技術管理課　課長 谷口　誠太郎

※ さいたま市　建設局技術管理課　参事兼課長 竹越　義倫

※ さいたま市　建設局　土木部道路環境課　係長 杉本　寛樹

※ 相模原市　路政課　課長 大貫　勝

※ 相模原市　道路整備課　課長 中村　陽

（※はweb会議による出席）

（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　出席者

■一般社団法人　日本橋梁建設協会 ■関東地方整備局

■都県政令指定市



令和５年度 （⼀社）⽇本橋梁建設協会との意⾒交換会
令和５年９月２２日（金） １６：００～１７：３０　　於：５F THE GRAND ROOM
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森 副 局 ⻑

⻄ 川 企 画 部 ⻑

野 坂 道 路 部 ⻑

丸 ⼭ 道 路 情 報 管 理 官

須 藤 技 術 調 整 管 理 官
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会（進行表）
令和５年９月２２日（金） １６：００～１７：３０　　於：THE MARK GRAND HOTEL　５階THE GRAND ROOM

発言者 配付資料

16:00 開会 （司会：髙森 技術開発調整官）

～ 16:10 (10分) 挨拶 関東地方整備局 関東地整　藤巻局長

（一社）日本橋梁建設協会 橋建協　  川畑会長

16:10 ～ 16:12 (2分) 出席者紹介  ※資料確認含む 出席者一覧・配席表

≪情報提供≫

16:12 ～ 16:25 (13分) 関東地方整備局の取り組み

関東地方整備局の取り組みについて 関東地整　企画部  佐藤技術調査課長 整備局資料－１

関東地方整備局の主な鋼橋上部発注予定箇所について 関東地整　道路部　山田道路工事課長 整備局資料－２

≪意見交換≫

 〔協会側テーマ〕

16:25 ～ 17:25 (60分)

協会提案説明：大山副幹事長（安全委員会）
 

協会提案説明：白石幹事長（企画委員会）
回答者：
　　　　　1)①②⑤道路部　山田道路工事課長
　　　　　　　　　道路部　松澤道路管理課長
　　　　　2)①　　企画部　荒井技術管理課長
　　　　　3)①　　企画部　佐藤技術調査課長
　　　　　　　　　道路部　山田道路工事課長
　
　東京都  建設局  総務部 松島企画担当部長
　千葉県 県土整備部 齊藤道路整備課長
　千葉県 県土整備部 大塚技術管理課長

協会提案説明：生駒副幹事長（技術委員会）
回答者：
　　　　　1)①　　道路部　山田道路工事課長
　　　　　2)①　　道路部　山田道路工事課長

協会提案説明：福島幹事長（保全委員会）
回答者：
      　　1)①　　道路部　山田道路工事課長
　　　　　　②　　道路部　松澤道路管理課長

≪閉会≫

17:25 ～ 17:30 (5分) 挨拶 （一社）日本橋梁建設協会 橋建協　  川上副会長

関東地方整備局 関東地整　森副局長

重点活動テーマ
参考等資料集

整備局資料－３

時　間 内　　容

１．現場安全対策の取組み（安全性の向上）
　1）現場安全対策の徹底

２．鋼橋事業の進化と継承（未来を守る強靭化事業の推進）
　1)鋼橋事業の未来継続に向けて
　2)働きがいのある職場とするために
　3)入札および契約の適正化

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）
　1)ＤＸ推進による鋼橋事業の効率化
　2)新技術及び新材料の活用による効率化

４．鋼橋メンテナンス事業の推進（持続可能な環境整備）
　1)橋梁補修工事の確実な実施



令和５年度 （一社）日本橋梁建設協会との意見交換会

国土交通省 関東地方整備局

関東地方整備局の取組について

令和５年９月２２日

整備局資料－１

１．令和５年度 予算の概要 P 2 

２．働き方改革・担い手確保への取り組み P 5

３．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定） P16

４．インフラ分野のＤＸ推進について P20

５．首都圏広域地方計画「基本的な考え方」について P25

６．総合評価落札方式におけるWLB推進企業へ
の加点措置に関する説明会 P27

７． 総合評価落札方式における賃上げを実施する
企業に対する加点措置 P38

1



１．令和５年度 予算の概要

2

3
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２．働き方改革・担い手確保への取り組み
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３．土木工事電子書類スリム化ガイド（改定）

16

「土木工事電子書類スリム化ガイド（ver.2.0）」のポイント「土木工事電子書類スリム化ガイド（ver.2.0）」のポイント
■目的

・工事書類を必要最小限に簡素化（スリム化）を図るとともに、受発注者間で作成書類の役割分担の明確化、書類の
電子化、遠隔臨場やＷＥＢ会議の活用によりインフラ分野のＤＸを推進し、工事の円滑な施工を図るとともに、受発注者
間双方の働き方改革の推進を図ることが目的。

■適用

・令和５年８月１日以降の関東地方整備局発注工事（入札・契約手続運営委員会を開始する工事、入札手続き中及び
契約済みの工事）（港湾空港関係、営繕関係を除く）

・受注者、発注者、監督職員、検査職員、現場技術員・施工体制調査員は工事書類のスリム化に留意するものとする。

■バージョンアップのポイント

 アンケート調査結果及び受注者ヒアリングを踏まえ、改善要望のあった事項を反映。

 発注者から過度な資料要求の無いよう不明瞭な表現を適正化し、受発注者ともに

分かりやすくかつ共通認識が図られるよう改善。

■主なバージョンアップ箇所

 施工体制台帳・・・発注者から「添付が不要な書類」を求められないよう事例を一部追記

 設計審査会・・・維持工事を含む全ての工事が対象であることを追記

 臨場確認・・・確認した実測値の保存方法の記載内容を、具体的な表現に見直し

 工事検査・・・１０種類以外の書類提示を求められることがあるため注意書きを追記

 オンライン電子納品【新規】・・・原則全ての工事においてオンライン電子納品の対象であること及び留意事項を記載

※「⼟⽊⼯事電⼦書類スリム化ガイド」、「⼟⽊⼯事電⼦書類作成マニュアル」は関東地⽅整備局ホームページに掲載しています。
ホームページアドレス https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

令和５年７月に「土木工事電子書類スリム化ガイド」をバージョンアップしました
～工事の円滑な施工を図るとともに、受発注者双方の働き方改革の更なる推進～
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４．インフラ分野のDX 推進について

20

21
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23
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５．首都圏広域地方計画「基本的な考え方」について

25



＜戦略的視点＞1)デジタルの活⽤とリアルとの融合 2)⼈間の仕事の尊重、次世代の育成 3)課題を解決するグリーン
4)縮退・撤退を前提とした新陳代謝 5)国⼟全体の課題に先進的に取り組む

⾸都圏の⼈々がそれぞれの地域や場⾯で我が事として捉え、愛着や誇りをもって取り組む

【⾸都圏のリニューアル】
①「新技術・新エネルギーに対応できるインフラ」への更新 ②「  が減少しても 産性が く安 して暮らせる地域」
③「省資源・循環型・グリーン地域」への転換

Ⅱ. ⾸都圏の強みである上質で多様な資源を磨く

将来像（しなやか、ゆたかさ、新しい価値の創出）を実現 国際競争 等で我が国を牽引する 都圏

【首都圏広域地方計画「基本的な考え方」概要】

＜現状と課題＞

＜将来像＞

＜目標＞

【３つの危機】
○巨⼤⾃然災害
○国際情勢の緊迫化に伴う

エネルギー・ 料確保
○⼈⼝減少・⾼齢化、⼈⼿

不 、 材の競争 低下

・テクノロジーを活⽤した、⼈間中⼼で誰⼀⼈取り残さない、「ゆたかな」地域
・「多様な空間」、「多様な⼈々の寛容･包摂的な共⽣」、「多様な選択肢」、⾃由な判断が尊重される地域
・若者･ どもや未来への投資、シニアの能 活 による世代間の公平性が確保される地域
・危機に対して「しなやか」な復元 を持つ持続可能な地域
・上質なリアルの空間が⽣活に「ゆたかさ」をもたらし、 間のリアルな交流が「新しい価値」を創出し続ける地域

【⾸都圏の強み】
○中枢機能、ゲートウェイ機能
○ 材(若者・ ども、外国 /DX・芸術）の集積
○⼤河川、広⼤な平野、島嶼等の多様で豊かな

⾃然環境が⼤都市に近接
○充実した鉄道等の交通ネットワーク

【コロナ禍を経た変化】 ○東京圏でのテレワークの普及と暮らし⽅・働き⽅の変化の兆し

【⼈⼝】 【IT技術者の集積】

【域内総⽣産】

【若者※の集積】

【外国⼈の集積】 【オペラ公演数】

（※15 29歳）

Ⅰ. 危機を好機として、施策の多機能化と連携によって⾸都圏をリニューアル
危機 (1)巨 災害リスクへの対応 (2)エネルギー・ 料確保のリスクへの対応 (3)⼈⼝減少・⾼齢化リスクへの対応

（首都圏広域地方計画協議会）
（対象区域：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）
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６．総合評価落札方式におけるWLB推進企業への

加点措置に関する説明会
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WLB推進企業への加点措置 関係法令等

28

○評価方法（段階的選抜方式において評価）

WLB関連認定制度を活用した評価の実施

WLB推進企業を加点評価

段階的選抜
評価項目

評 価 基 準

その他

次に掲げるいずれかの認定を受けている
・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※１
・次世代法に基づく認定（トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定企業）※２
・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

企業の実績・成績等 技術者の実績・成績等

通常

国土交通省におけるこれまでの取組

○平成30年度から、一般土木A等級等の工事において、認定制度を活用した評価を全面的に実施。

29



公共工事を発注する省庁における取組状況

令和５年６月13日 全ての女性が輝く社会づくり本部会議資料（抜粋）

30

31

国土交通省における今後の取組拡大予定

H30～
一般土木、建築A等級等について、段階選抜方式の
第一段階選抜において「企業の能力等」にて加点。

R5.8
加点対象を一般土木、建築A・B等級等（※）まで拡大する旨、
地方整備局等宛に通知を発出

※技術提案・交渉方式における優先交渉権者との業務契約も含む

R5.9
業界団体向け説明会を開催

R6.1～
加点対象を一般土木、建築A・B等級等まで拡大

今後
全ての公共工事等（建設コンサルタント業務等を含む）における
総合評価落札方式、企画競争方式（プロポーザル方式を含む）に拡大



国土交通省通知（抜粋）

令和５年８月通知の内容

※港湾空港関係は別途通知（予定）

【加点対象】

えるぼし等認定企業

くるみん等認定企業

ユースエール認定企業

【加点項目と配点】

企業の能力等

１点を標準

32

【参考】えるぼし認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】えるぼし認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】えるぼし認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】くるみん認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）
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【参考】ユースエール認定制度（厚生労働省WEBサイトから抜粋）

37



７．総合評価落札方式における賃上げを実施する
企業に対する加点措置
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全⼯種平
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置(地方整備局等発注工事)

〇令和4年4月から、総合評価落札方式による政府調達において、賃上げを実施する企業に対する加点措置を開始。

〇令和4年度実績では、落札者のうち約４分の３が賃上げを表明。

件数・者数
対象⼯事件数（※） 6,679件
のべ競争参加者数 40,295者
実競争参加者数 4,507者
うち、賃上げ表明者数 3,010者（約67%）

実落札者数 2,709者
うち、賃上げ表明者数 2,029者（約75％）

※北海道開発局、８地 整備局、沖縄総合事務局（農業・港湾空港関係を除く）を対象に集計。 数値は全て令和5年3 末時点。

■落札者の約４分の３が賃上げ表明

■公共工事の割合が高い工種は、表明率が高い傾向■直轄工事を安定的に受注している企業ほど、表明率が高い傾向

■制度概要

今後1年間の従業員への賃上げを表明

落札・契約

【競争参加時】

【賃上げ表明期間終了後】

契約企業を対象に賃上げ実績を確認

目標未達成の企業については、
以降の総合評価において減点措置（1年間）

【賃上げ目標】
大企業 ： ３％
中小企業等 ： 1.5％

総合評価において、表明者に加点

As

競
争
参
加
者
に
占
め
る
表
明
者
の
割
合
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賃上げ実績の評価対象とし得る賃金・社員について

継続雇用社員
比較する２年間を連続雇用

していない社員
その他の雇用形態（※）

・・・

役員 正社員 休職者など 退職者 新入社員 再雇用
パート

アルバイト

所
定
内
給
与

基本給

・・・

各種手当
（ex.住宅手当、家族手当）

時間外手当

賞与

… …

：社員への支払い賃金の総額で評価する場合

：継続雇用している正社員への支給額で評価する場合

：時間外手当や賞与等を除いて評価する場合

：継続雇用社員の基本給の定期昇給等で評価する場合

○「評価対象社員」と「評価対象賃金」について、企業等の個別の事情に応じて柔軟に組合わ
せて評価することが可能。

※その他の企業固有の雇用形態や手当等については、制度の趣旨を踏まえて個別に対応。
※具体例については、国土交通省WEBサイトに掲載のQ＆A等も参照してください。
※制度の趣旨から意図的に逸脱することのないようご留意ください。

評価対象社員

評価対象賃金

①

②

③

④

① ②

③ ④

【
評
価
ケ
ー
ス
の
例
】

（※）その他の雇用形態についても、継続雇用社員等を評価対象とするかどうかは正社員に準じて判断可能。

・
・・
・

40

各種ご質問に対するQ&Aについて

〇寄せられた質問等については、国交省WEBサイトにてQA形式で掲載（R5.8.16最終更新）
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２年目の評価対象について

〇各企業の実態を反映した適切な評価のため、年度等によって変化する状況に応
じて、評価方法を変えた方が適当な場合は、変更することに差支えありません。

○2年目の賃上げを容易にするため、1年目に意図的に基本給を引き下げる等の

行為は、制度の趣旨からの意図的な逸脱と判断され、減点対象となり得るため、
個別に事情を確認させていただくことがあります。

R4年度
（1年目）

R3年度
（0年目）

R5年度
（2年目）

基
本
給
等

賞
与

給与総額
1.5%増

意図的な
減額

基本給等
1.5%増

【制度の趣旨からの
意図的な逸脱と判断され得る例】

基
本
給
等

賞
与

基
本
給
等

賞
与

基
本
給
等

賞
与

基本給等
1.5%増 基

本
給
等

賞
与

基
本
給
等

賞
与

R4年度
（1年目）

R3年度
（0年目）

R5年度
（2年目）

給与総額
1.5%増

【評価方法を変更した場合の例】
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　回答
項　　目 回　答

１）現場安全対策の徹底

②新型足場構造（システム足場）の採用

・新型足場構造の採用とその標準化、高所作業車による足場組立解体作業の推進を要望
　令和４年度から一般利用者の通行と交差する橋梁用足場を対象（国道、県道、市道等）に新技術の活用（発注者指定型（選択肢提示
型））として、「新型足場構造（システム足場）」を本官工事にて試行しております。また令和５年度より、分任官工事についても、特
記仕様書へ橋梁工事における足場工の新技術の活用促進についての記載をし、設計変更の対象としております。
　引き続き、皆様からのご意見も踏まえつつ、関係課と調整し標準化に向けて推進してまいります。

１）公共事業の未来継続に向けて

★① 長期安定的な鋼橋の採用と発注

・我が国経済の持続的発展、未来の安心・安全を確保する国土強靭化を推進するためには、道路ネットワーク強化・拡充が不可欠であり、
一定規模以上の長期安定的、計画的な鋼橋事業の発注を強く要望
　関東地方整備局は、首都圏の一都六県と長野県、山梨県を含めた非常に広域的、かつ日本の経済活動においても非常に重要な地域を所
掌し、首都圏３環状道路の整備を主要事業として推進しております。
　令和３年４月２７日、関東地方整備局として、防災・減災、国土強靭化に向けた道路の五か年対策プログラム（関東ブロック版）を策
定し、今後５か年の目標を示し、取り組みを重点的かつ集中的に実施することとしております。なお、引き続き、工事量の安定的・持続
的な確保に向けて努めてまいります。

・今後発注量の拡大が予想される保全・補修等については、一定の収益が確保できる事業とする様要望
橋梁の老朽化対策については、令和３年４月２７日、関東地方整備局として、防災・減災、国土強靭化に向けた道路の五か年対策プログ
ラム（関東ブロック版）を策定し、今後５か年の目標を示し、取り組みを重点的かつ集中的に実施することとしております。
工事発注においては適正な工事価格の設定を目的として、標準積算と乖離が想定され不調・不落工事と同種・類似の工事については、必
要に応じて「見積活用方式」の試行を行っています。また、当初契約と、現地条件や制約条件等に変更がある場合は、「工事請負契約に
おける設計変更ガイドライン（総合版）」に基づき、監督職員と協議のうえ、設計変更を行うようにしております。

★② 中長期の具体的な発注見通し情報の提示

・事業規模・開通予定時期に加え、橋梁形式や工事規模、公告・開通予定時期など更なる具体的情報の提示を要望
・中長期（３～５年）の発注予定情報の提示を要望
　今後の事業予定につきましては、別添資料「関東地方整備局の主な鋼橋上部発注予定箇所」をご確認ください。

③ 長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進

・下関北九州道路、大阪湾岸道路西伸部の次の長大橋プロジェクトについて具体的な事業計画を策定、推進することを要望
・鈑桁・箱桁以外の橋梁形式での事業計画を要望
　橋梁の形式選定にあたっては、橋梁計画の前提条件及び橋の要求性能として基本条件を設定し、一次選定（基本条件を満たし、架橋配
置に適合する構造形式を選定）においてはリスク評価と対応方針の設定も行うこととしております。
　その後、二次選定（基本条件を満たし、固有条件に適合する構造形式を選定）、比較条件の設定（構造上の配慮事項を設定し、その優
劣を評価）により、最適な構造形式の選定を行うこととしております。
　引き続き、安全性、省人化・省力化、工期短縮等について適切に評価し、最適な橋梁形式の選定を行ってまいります。

１．現場安全対策の取
組み（安全性の向上）

２．鋼橋事業の進化と継
承
（未来を守る強靭化事
業の推進）

1
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　回答
項　　目 回　答

④ 災害被災時の鋼橋復旧技術

・鋼橋は復旧対応に優れた構造物であるため、災害時の有効活用を要望
　橋の計画にあたっては、地域の土地利用計画、開発計画、環境保全計画、維持管理の確実性、経済性などを踏まえながら道路線形・構
造形式を検討し、計画・立案を行っているところであり、今後においても被災時の補修や復旧などの工事が適切に行えることなどを考慮
し、その中で鋼橋の特性も考慮し構造形式の選定を行ってまいります。

★⑤ 強靱化に向けた橋梁事業の推進

・橋梁の災害復旧において、河道の流下能力を増大できる“ピアレス”橋梁（河川内橋脚数を減らした橋梁）を選定するとともに、今後計
画的な新設、架替事業においてピアレス橋梁を積極的に採用することを要望

・補正予算にて実施する国土強靭化事業においては、積極的に国庫債務負担行為を活用して、橋梁の新設、架替事業を強力に推進すること
を要望
・道路交通部門からのCO2削減対策として、深刻な渋滞が発生している大規模交差点や主要交差点等における立体交差事業の強力な推進を
要望
　橋梁の形式選定にあたっては、橋梁計画の前提条件及び橋の要求性能として基本条件を設定し、一次選定（基本条件を満たし、架橋配
置に適合する構造形式を選定）においてはリスク評価と対応方針の設定も行うこととしております。
　その後、二次選定（基本条件を満たし、固有条件に適合する構造形式を選定）、比較条件の設定（構造上の配慮事項を設定し、その優
劣を評価）により、最適な構造形式の選定を行うこととしております。
また、橋梁の新設、架替事業においては、積極的に国庫債務負担行為の活用を検討してまいります。
　なお、大規模交差点や主要交差点における立体交差事業の検討については、必要に応じて関係課と調整してまいります。

２）働きがいのある職場とするために

★① 時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成

・確実な実施のため、案件の実情に則した適切な工事期間、その工事期間に見合った工事費の設定を要望
・高速道路会社、地方公共団体への指導を要望
　関東地方整備局では、２０２４年４月から適用される時間外労働の上限規制を踏まえ、令和５年度より新たに猛暑日日数を考慮した工
期設定を行うとともに、発注時には概略工事工程表の提示、工事着手前に設計審査会によりクリテイカルパスの共有や工程のクロス
チェック、現場条件の確認を行うなど、実情に則した適切な工期の確保に努めているところです。
　また、週休２日を考慮した労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費の補正係数を設定し、発注時から４週８休の補正係数
を乗じた経費を計上しているところです。
　さらに、朝礼や準備体操、後片付けなどは１日の就業時間に含まれるものとして実態を把握し、順次、標準歩掛かりに反映していく予
定としており、引き続き、適切な工期設定、工事費の計上に努めてまいります。

　関東地方の公共工事発注機関で構成される「関東ブロック発注者協議会」等において、直轄工事での適正工期の確保の取組について周
知するとともに、地方公共団体や特殊法人等、構成機関においても積極的な取組を要請しているところです。建設業における時間外労働
の上限規制の適用時期が令和６年４月に迫っていることから、喫緊の課題と考えており、引き続き取組を強化してまいります。
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　回答
項　　目 回　答

②建設工事の担い手の育成・確保

・引続き建設技能労働者の更なる設計労務単価の増額を要望

　積算に使用する公共工事設計労務単価は、公共工事に従事する建設労働者の賃金の支払い実態を職種ごとに労働基準法に基づく「賃金
台帳」等から調べる「公共事業労務費調査」の結果に基づいて決定しております。
公共工事設計労務単価は１１年連続で引き上げられ、令和５年度は９年ぶりに５％を超える上昇となっています。
　ご要望については本省に伝えてまいります。
　適正な労務単価設定のために、引き続き公共事業労務費調査へのご協力をお願いいたします。

・総合評価における評価方法を、企業能力評価型とすることやＮＥＸＣＯで採用されている技術者の応募時申請不要とする方法の試行を要
望

・担い手の育成・確保について、契約期間が長期にわたる工事に関して担当技術者交代時の実績を認定する様要望

　地域インフラを支える担い手としての企業の確保及び受発注者の事務手続きの負担軽減の観点から、令和５年８月より企業の技術力の
みを評価対象とする企業能力評価型を試行しております。また、不調・不落になる可能性のある工事においては、競争参加申請時には企
業における要件のみを求め、配置予定技術者の要件を求めないフレームワークモデル工事や公募型指名競争入札方式を採用しておりま
す。
　同種工事の工事経験については、従事期間は定めておりません。従事したことがＣＯＲＩＮＳ等により確認できれば問題ありません。

３）入札および契約の適正化

★① 有効な入札・契約方式の推進

・一括審査方式（落札予定者除外方式）の更なる活用を要望
※高速道路会社でも、同様の方式を採用する様指導を要望
　同一時期に調達を必要とする「同一規模」、「同一条件」、「同一テーマ」の複数工事において、一括審査方式を引き続き活用してま
いります。
　「関東ブロック発注者協議会」等において、一括審査方式を含め直轄工事での受発注者の事務手続きの負担軽減の取組について周知す
るとともに、地方公共団体や特殊法人等、構成機関においても積極的な受発注者の事務手続きの負担軽減の取組を要請しているところで
す。

・概略発注方式に、ボルト類も採用することを要望
　令和５年度より、試行的にボルト類に関する概略発注方式を採用したところです。
　概略発注方式に関しては、今後、ご意見をお伺いする可能性もありますので、ご協力をお願いいたします。

・段階選抜方式の鋼橋事業での適用除外を要望
　段階的選抜方式につきましては、今後も鋼橋工事において採用しない運用をしてまいります。

・特別調査を行った際には、全調査項目を応札前公表を要望
　引き続き、特別調査を行った項目を応札前に公表してまいります。
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　回答
項　　目 回　答

②適正で実態に即した工事価格

・「橋梁架設工事の積算」使用および見積徴取を状況に応じて活用するよう要望
・スライド時の受注者負担１％の撤廃を要望
・鋼材金額金額の大幅な上昇に対し、実態を適切に反映した精算単価の設定を要望
　直轄工事における土木工事の積算においては、土木工事標準歩掛にない歩掛や物価資料にない単価については、特別調査又は見積の取
得により歩掛の構成を決定することと土木工事標準積算基準書に規定されているところです。
　特別調査又は見積の徴取にあたっては、実態に沿った見積徴取が行えるよう調査会社や見積作成依頼者に対して、図面や現場条件を適
切に明示するよう努めております。
　ご要望のありました『（一社）日本建設機械施工協会発行の「橋梁架設工事の積算」』の活用については、慎重な検討が必要です。
スライド条項は、受発注者双方に１％の負担を定めているところです。お伺いした要望については本省に伝えてまいります。

③ 橋梁工事における不調対策

・当面は応募会社より見積取得とするよう要望

・補修を含めた歩道橋工事、鋼製橋脚工事については歩掛等の抜本的な改定を目指し、受発注者協同でのＷＧ設置を要望

　引き続き、皆様のご意見を伺いながら、現場の実態把握に努めてまいります。
　また、必要に応じて関係各課や本省とも情報共有を行ってまいります。

④ 技術提案におけるオーバースペック防止と提案内容の標準化

・管理規格値の厳格化の提案は評価対象外とすることを要望
・実施方法を効率的、効果的に行うための“付帯技術数の制限”（１つまで）を要望
　管理規格値の厳格化に関する提案は、効果の程度及びその範囲が適当でないため、過度なコスト負担を要する提案としております。過
度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても過度なコスト負担を要しない提案より優位に評価しないこととしております。
　過度なコスト負担を要する技術提案を抑制する取組として、①提案対象外とする提案項目を様式に明記し、②実施方法を効率的、効果
的に行うための付帯技術は１つのみ記載できるものとして制限しております。

・多くの社が提案し効果がある技術の標準化（積算化）を要望
　今まで多くの企業から提案があり、実際現場で通常に活用されている技術については、特記仕様書に明記した上で技術提案の対象外と
しており、実際の施工において実施した技術内容に応じて変更にて費用を計上しております。

　提案された技術については、現場において一般化されれば、標準的に使用されている技術として積算基準にも反映していくものと考え
ております。
　現場の実態については、「施工形態動向調査（モニタリング調査）」において毎年調査を行っており、積算基準と施工形態の乖離が見
られた場合、詳細の調査となる「施工合理化調査」を実施し、見直しを行うこととしております。
　引き続き、「施工形態動向調査（モニタリング調査）」等を通じて、実態把握に努めてまいります。
　ご要望については本省に伝えてまいります。
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　回答
項　　目 回　答

１）ＤＸ推進による鋼橋事業の効率化

★①BIM/CIMのデータ連携活動

・今年度中に、鈑桁（３径間連続少数鈑桁などシンプル構造形式）での試行工事発注を要望
　関東地方整備局としてもDXを推進しているところであり、今後、試行工事の発注等について、検討を進めてまいります。

② 遠隔臨場検査活用ガイドライン

・製作工場での利用促進、および課題部分解決に向けた協議を要望
　製作工場での遠隔臨場を活用した検査等、働き方改革及び生産性向上に関する取り組みについては、積極的に取り入れていくよう各事
務所へ周知しており、引き続き対応してまいります。また、遠隔臨場検査活用ガイドラインの内容を踏まえ、各種検査における遠隔臨場
の更なる普及拡大や適切な運用及び課題解決に向けて取り組んでまいります。

２）新技術及び新材料の活用による効率化

★① 新防食技術によるメンテナンス事業の効率化

・新防食技術の活用を要望
　鋼橋においては道路橋示方書に基づき、更なる安全性の向上、国際競争力の向上、技術開発・新技術導入の促進、ライフサイクルコス
トの縮減、橋の長寿命化が期待されていると認識しております。
　本趣旨に則り、新防食技術の活用について検討してまいります。

② 新材料の活用による生産性向上

・新材料の活用を要望
　鋼橋においては道路橋示方書に基づき、更なる安全性の向上、国際競争力の向上、技術開発・新技術導入の促進、ライフサイクルコス
トの縮減、橋の長寿命化が期待されていると認識しております。
　本趣旨に則り、新材料の活用について検討してまいります。

３．鋼橋ＤＸの推進（生
産性の向上）
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令和５年度　（一社）日本橋梁建設協会との意見交換会　回答
項　　目 回　答

③ 新施工技術の採用による現場作業の省力化

・新施工技術の採用を要望

　鋼橋においては道路橋示方書に基づき、更なる安全性の向上、国際競争力の向上、技術開発・新技術導入の促進、ライフサイクルコス
トの縮減、橋の長寿命化が期待されていると認識しております。
本趣旨に則り、新施工技術の活用について検討してまいります。

１）橋梁補修工事の確実な実施

★①技術者の有効活用

・橋梁補修工事における配置技術者要件緩和や途中交代を可能とするなど、技術者運用の柔軟な運用を要望

・技術者途中交代の場合、工事進捗に応じて当初技術者との同実績条件を求めないなどの運用を要望

・途中交代した場合の実績の取扱い（認定方法）の検討を要望

　橋梁補修工事においては、配置予定技術者の同種工事の要件を緩和など工事の特殊性を鑑みて設定しており、また、技術者の途中交代
については、令和4年11月7日付け事務連絡「橋梁保全工事における監理技術者等の途中交代について【補足】」のとおり、部材等の工場
製作を要する橋梁保全工事の全工事を対象としており、今後も発注者への周知徹底を図ります。なお、途中交代した技術者の実績も工事
完了時には認めております。
　なお、技術者を途中交代する場合において、工事進捗に応じて当初技術者との同実績条件を求めないなどの運用については、国土交通
本省に伝えてまいります。

★②施工の実態を反映した適正な工事価格

・適正な設計変更を円滑に進めるため、設計・施工条件の明示、積算単位の明確化を要望

・四国地方整備局とりまとめの「橋梁補修工事発注のための留意事項」の全国での使用を要望

　設計・施工条件の明示については、特記への記載や施工方法を参考図書として発注資料に盛り込む等配慮しているところですが、引き
続き、明確な条件明示について徹底を図るとともに、明記が困難な場合については、受注後協議する旨、記載するよう努めてまいりま
す。
　四国地方整備局とりまとめの「橋梁補修工事発注のための留意事項」の全国での使用については、国土交通本省に伝えてまいります。

・実態との乖離が大きいため、適切な足場損料期間の設定を要望

　足場の費用を計上する設置期間については、発注者側で契約手続き時点で想定している概略工事工程表を開示しており、それに基づき
足場の設置期間の費用を計上しております。工事契約後に設計変更・調査設計のための足場設置期間の変更が必要となった場合は、『土
木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（統合版）』（令和元年９月　関東地方整備局）において、当初積算時の条
件と現地条件に変更があるなどの場合は、受発注者双方で協議のうえ、設計変更を行うこととしております。なお、補修工事の工事価格
の算定において、引き続き、施工の実態を踏まえた適切な足場設定期間の設定に努めてまいります。

・足場用オプション資機材（床面シート、避難用階段、仮設用特殊重機等）の適正な費用計上を要望

　現場条件等の変更により、足場用オプション資機材が必要と判断される場合においては、『土木工事における工事請負契約における設
計変更ガイドライン（統合版）』（令和元年９月　関東地方整備局）に基づき、受発注者間による協議のうえ、設計変更を行うこととし
ております。

４．鋼橋メンテナンス事
業の推進
（持続可能な環境整備）
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令和５年度 （⼀社）⽇本橋梁建設協会と関東地⽅整備局の意⾒交換会 関係機関の取組について

新設・メンテナンス・架替えなど、今後の鋼橋⼯事の実施
計画（⾒通し） ⼯事における、週休⼆⽇の推進、残業削減対策等の取組み状況

茨城県
今後の鋼橋⼯事の計画について、今年度は⽟簾⼤橋耐震補
強⼯事、⽔瀬⼤橋修繕耐震補強⼯事及び真菰橋橋梁上部⼯
事の３件予定しております。

完全週休２⽇制を基本とし、今年度から４週８休体制(⽉単位の)についても取
り組んでいます。また、⼟⽊⼯事書類標準化ガイド、検査書類限定型⼯事によ
り、書類の削減と簡素化に取り組んでおります。

栃⽊県

・新設
（主）宇都宮向⽥線 板⼾⼤橋 宇都宮市板⼾町
（国）４０８号 ⾼根沢跨線橋（仮称） ⾼根沢町宝積寺

・架替え
３･５･102家富町堀込線 中橋（仮称） ⾜利市通２丁⽬
（⼀）⼭久保平ヶ崎線 ⽩崖橋 ⽇光市⽩崖橋

・週休２⽇制⼯事
原則全ての⼯事を週休２⽇制（指定型または希望型）対象⼯事として発注

・平準化
繰越制度や債務負担⾏為を柔軟に活⽤

・余裕期間制度
原則全ての⼯事を対象、任意着⼿⽅式で60⽇以内で受注者が余裕期間を設定

・ICT活⽤⼯事
平成28年度に「栃⽊県県⼟整備部におけるＩＣＴ活⽤⼯事試⾏要領」を策定

し、現在12⼯種が対象。
 令和３年度にICT建機施⼯を実施しない「簡易型ICT活⽤⼯事」を導⼊
・遠隔臨場

原則全ての⼯事が対象

群⾺県
年度当初及び年度途中の「発注⾒通し」において、当該年
度の予定を公表しております。

週休２⽇制の推進
・設計⾦額50百万円以上･･･発注者指定型

（インセンティブ措置：⼯事成績評定で加点）
残業削減対策
・適切な⼯期設定（フレックス⼯期の原則適⽤）
・検査書類等の簡素化

埼⽟県
今後、鋼橋⼯事の実施を計画している箇所
 新設橋りょう ：１０箇所（うち、合成床版橋 ４箇所）
 架換え橋りょう：１４箇所（うち、合成床版橋 ８箇所）

①週休２⽇の推進
・令和４年度から緊急時など対象外を除く全⼯事で実施している。
②残業削減対策等の取組み状況
ア）⼯事情報共有システム（ASP⽅式）
 令和５年度から当初設計⾦額3,000万円以上の⼟⽊⼯事を対象に拡⼤した。
イ）遠隔臨場

令和５年度より受注者希望型においても、発注者側で費⽤負担するように遠
隔臨場の試⾏要領を改定し、普及拡⼤を図っている。

【週休⼆⽇の推進】
・県⼟整備部では、令和4年4⽉から対象⼯事の全てにおいて、発注者指定型の
発注としています。
・令和4年10⽉からは、当初積算予定価格の積算において、あらかじめ4週8休
達成相当の経費増額分を⾒込むこととしています。
・また、週休２⽇制適⽤⼯事の対象を拡⼤するとともに、技術者及び技能労働
者が交替しながら4週8休以上の休⽇確保に取り組む週休2⽇交替制⼯事を導⼊
しました。
・この結果、令和4年度末における4週8休以上の達成率は94%となっていま
す。

【残業削減対策】
・令和4年3⽉より当初設計5,000万円以上の⼯事または受注者が希望する⼯事
を対象に情報共有システム（ASP）の活⽤しています。
・令和4年11⽉から⼀部の⼯事で、「段階確認」「材料確認」及び「⽴合」に
おいて遠隔臨場を活⽤しています。
・⼯事書類のスリム化のポイントをまとめた「スリム化ガイド」を活⽤し、業
務量の削減に取り組んでいる。

 国道４６４号北千葉道路などで、鋼橋の新設を４橋予定
しております。
また、橋梁の架替えについて、現在、１橋を設計中であり
鋼橋が選定されております。今後、架設に向け準備を進め
てまいります。

メンテナンスについては、点検の結果より補修⽅法を検
討した上で、随時進めて参ります。

千葉県
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令和５年度 （⼀社）⽇本橋梁建設協会と関東地⽅整備局の意⾒交換会 関係機関の取組について

新設・メンテナンス・架替えなど、今後の鋼橋⼯事の実施
計画（⾒通し） ⼯事における、週休⼆⽇の推進、残業削減対策等の取組み状況

東京都

【新設等に関して】
・『【別紙1】東京都建設局 令和５年度以降の橋梁整備
予定箇所（道路・街路事業）』のとおり
【メンテナンスに関して】
・「橋梁予防保全計画」に基づき、⻑寿命化対策を実施。
・当⾯の主な鋼橋⼯事については、令和８年度末までの処
分期限に向け、既存塗膜にPCBを含む橋梁の塗替塗装⼯事
を実施。
 （参考）「橋梁予防保全計画」
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/kanri
/gaiyo/yobouhozen/bridge_yobouhozen.html
（主たる構造（径間）が鋼の橋梁は、『【別紙2】橋梁予
防保全計画_抜粋』のとおり。なお、今後の検討状況等に
より、「鋼けた」の発注⼯事となるかは未定。）

主な取組は、以下のとおり。

①適正⼯期の確保
・債務負担⾏為の活⽤
・関係機関との調整、住⺠合意等の進捗状況を⽰した⼯事⼯程表を⼊札公告時
に参考資料として提⽰
・設計変更ガイドラインに基づき、⼯期変更を適切に実施
②週休２⽇制確保⼯事の実施
・全⼟⽊⼯事を対象に実施（必要経費は当初契約時に計上）
・「現場閉所」が馴染まない維持⼯事や災害復旧⼯事等は「交替制」の対象
③⼯事情報共有システム（ＡＳＰ）と遠隔臨場の活⽤を推進
・建設局の発注する⼟⽊⼯事及び⼟⽊設備⼯事は、原則、⼯事情報共有システ
ムを活⽤
・受発注者に対して操作講習会等を実施

神奈川県

 鋼橋の新設⼯事について、今年度の発注⾒通しのみ公表
しており、今後の鋼橋⼯事の実施計画（⾒通し）について
は、公表していません。

メンテナンス、架け替えなどに関して、令和８年度まで
に修繕⼯事に着⼿を予定している鋼橋のうち主要なものに
ついては、別添「神奈川県における主な鋼橋修繕予定箇所
について」のとおりです。

 週休２⽇の推進について、4週８休を加味した適正な⼯期を設定するととも
に、週休２⽇制確保モデル⼯事において国に準じた経費補正を実施しておりま
す。また、令和３年度から原則全ての⼯事を週休２⽇モデル⼯事の対象として
以降、令和５年度から原則全ての⼯事を発注者指定型の対象とするなど、順
次、取組を拡⼤しております。

 残業削減等の取組みとして、情報共有システム(ASP⽅式）及び遠隔臨場につ
いては、R3に試⾏を開始し、R5.4.1からは発注者指定型を導⼊しております。
 また、ICT活⽤⼯事については、H29にICT⼟⼯の試⾏を開始して以降、対象
を拡⼤しており、H31にICT舗装、R4.12にICT舗装修繕⼯、R5.4にICT法⾯⼯を
対象に追加しております。

⼭梨県
R10年度までに23橋の鋼橋⼯事実施予定しています。（新
設・架替え含む。）

本県では、平成２８年度に国の「働き⽅改⾰実⾏計画」を参考に週休2⽇制適
評⼯事の発注を段階的に拡⼤してきました。本年度は適⽤⼯事について、5千
万円以上を発注者指定型、1千万円以上を受注者希望型とし、建設現場での週
休2⽇制推進を加速させ、労働者の処遇改善、⻑時間労働の是正、休⽇の確保
に努めているところです。また、週休2⽇制適⽤⼯事の発注は、「⼭梨県社会
資本整備重点計画（第4次）」において週休2⽇制⼯事の発注率を各年度毎に⽬
標値を定めR6で100%となるよう、週休2⽇制⼯事の発注拡⼤について進捗管理
を⾏っており、令和4年度は⽬標７０％に対し、96%の実績となり、⽬標を上回
る状況となっています。また、ICTの普及を図るため、令和５年４⽉に「⼭梨
県県⼟整備部ICT活⽤⼯事試⾏要領」を改定し、⼀般競争⼊札⽅式で公告する
原則全ての⼯事において、「発注者指定型」か「受注者希望型」で発注するこ
ととし、現場作業の省⼒化、効率化を進め、残業時間削減等に努めています。
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令和５年度 （⼀社）⽇本橋梁建設協会と関東地⽅整備局の意⾒交換会 関係機関の取組について

新設・メンテナンス・架替えなど、今後の鋼橋⼯事の実施
計画（⾒通し） ⼯事における、週休⼆⽇の推進、残業削減対策等の取組み状況

⻑野県

○新設橋梁
・個別事業毎の実施計画、関係⼯事の進捗状況等

を踏まえ、発注⾒通しを逐次検討。
・今後、5年間で発注を予定している主な橋梁は

10橋程度。 [別添 補⾜資料１]
○メンテナンス・架替

・⻑野県橋梁⻑寿命化修繕計画に基づき、定期点検
により橋梁の状態を把握し、補修⼯事を適宜実施。

・また、対策⼯法やLCC ⽐較などの詳細検討を
踏まえ更新（架替）⼯事を実施

 地域を⽀える建設産業が、将来にわたって持続・発展していくための次世代
を担う⼈材の確保・ 育成について産学官が連携し、取組を展開。 [別添 補
⾜資料２]
○週休⼆⽇推進に関する取組

・取組の⼀つである週休２⽇のための⼯期設定、
増加経費の適正計上

・R5.3末実施率73％
○残業時間削減対策に関する取組

・ＩＴの活⽤による遠隔地からのリアルタイム
現場確認などの効率化

横浜市
鋼橋⼯事につきましては令和5年度に22橋、令和6年度に12
橋で塗装塗替え、断⾯修復等の補修を予定しており、今後
も継続的なメンテナンスを計画しています。

①管内⼀円⼯事や施⼯期間が30⽇未満の⼯事を除き、原則すべての⼯事で、週
休２⽇制を適⽤するよう指定して発注しています。また、上記を⾒込んだ⼯期
を設定し、週休2⽇の実施率によって、⼯事成績評定での加点、労務費等の増
額補正を実施しています。
②年間を通して施⼯時期の平準化に取り組んでいます。また、適切なスケ
ジュール管理としてワンデーレスポンス、マンデーノーピリオド、ウェンズ
デーホーム、フライデーノーリクエストの励⾏もしています。今年度の4⽉か
らASPの活⽤も始めています。

川崎市

・新設：等々⼒⼤橋（仮称） 約３８５ｍ ※東京都が施
⾏主体
・架替え：末吉橋 約１０８ｍ ※横浜市が施⾏主体
・メンテナンス：⼤規模な鋼橋⼯事の実施予定はなし（部
分的な補強等の⼯事のみ）

・「現場閉所による週休２⽇制適⽤⼯事」による発注の原則化
・「情報共有システム」を利⽤可として発注を実施
・「遠隔臨場」による⽴会等を選択可として発注を実施
・「猛暑⽇を考慮した⼯期設定」への改定を実施
・「熱中症対策に資する現場管理費補正」を実施

千葉市

【メンテナンス・架替え】
 本市で管理する鋼橋は115橋であり、メンテナンス・架
替えについては、「橋梁⻑寿命化修繕計画」の点検結果に
より維持管理⽅針を決定し、実施しております。なお、現
在、鋼橋による架け替え事業を⾏っております。

【新設】
 事業中の都市計画道路の多くが⽤地取得を進めている状
況でありますが、橋梁を計画している路線があります。
（鋼橋かPC橋か未決定の路線もあります。）また、⽤地取
得が進み、下部⼯⼯事に着⼿した鋼橋新設路線もありま
す。

令和5年5⽉から、⽉単位(閉所⽇、交替制)の週休2⽇制⼯事を促進するため、⼯
事成績評定点の加点措置を改定しました（⽉単位3点【新設】、⽉単位以外2点
【配点⾒直し(-1点)】）。また、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休
以上の休⽇を確保する取組み「週休2⽇交代制⼯事」を導⼊しました。
残業削減対策としては、ICT活⽤⼯事、遠隔臨場、情報共有システム等によ
り、受注者の負担軽減や効率化を図っております。

3



令和５年度 （⼀社）⽇本橋梁建設協会と関東地⽅整備局の意⾒交換会 関係機関の取組について

新設・メンテナンス・架替えなど、今後の鋼橋⼯事の実施
計画（⾒通し） ⼯事における、週休⼆⽇の推進、残業削減対策等の取組み状況

相模原市

 鋼橋の新設⼯事の予定はありません。メンテナンス、架
替えなどにつきましては、定期点検結果に基づき、対策が
必要となった橋りょうについて、計画的に修繕を⾏ってい
ます。

 災害復旧等緊急を要する⼯事等を除き、週休2⽇制⼯事として発注しており
ます。
 ⼯期について、準備や後⽚付け期間、施⼯に必要な期間の計上とともに、週
休2⽇を⾒込んだ⼯期設定を⾏っており、引き続き、適正な⼯期の設定に努め
てまいります。
 また、発注時に必要な施⼯条件を明⽰し、受注者の責によらない条件変更が
⽣じた場合には適切に⼯期の変更を⾏っております。

さいたま市

さいたま市における鋼橋の新設としては、来年度以降に２
橋が建設予定となってます。
またメンテナンスとしては、さいたま市橋梁⻑寿命化修繕
計画に基づいて実施しており、令和６年度においては、点
検を８３橋、修繕を１１橋を予定しております。

 原則として、すべての⼯事を週休⼆⽇試⾏⼯事の対象とし、以下のようなイ
ンセンティブを設けることにより、週休⼆⽇の⼀層の推進を図っております。
①対象期間において４週８休以上を確保できた場合は、⼯事成績評定において
加点する。
②対象期間において４週８休以上を確保できた場合は、総合評価⽅式（特別簡
易型）による⼊札において評価対象となる。
③発注者指定型については、当初設計より経費の補正をし、受注者希望型につ
いては、達成率に応じて経費を補正する。
 建設業において、2024年4⽉から労働基準法の改正による時間外労働の罰則
付き上限規制が適⽤されることを受け、働き⽅改⾰の推進を⾏っています。具
体的には、「電⼦メール等を活⽤した⼯事書類等の情報共有における取扱要
領」を策定し、電⼦メールやASPによる各種書類のやり取りができるようにな
りました。その他にも、「WEB会議システム等を活⽤し、現場⽴ち合いの負担
の軽減を図る」、「⼯事不可期間などの施⼯条件を明⽰し、適正な⼯期を設
定」、「ＩＣＴ施⼯⼯事の発注」などの取り組みを進めているところです。

4



旧江戸川橋梁（仮称）

【南多摩尾根幹線】
堅谷戸大橋

【相模原立川線】
名称未定

羽村大橋

明治橋

水口橋

第一鳥井田橋

住吉橋

北大久野橋本宿３号橋（仮称）

本宿２号橋（仮称）

本宿橋（仮称）１号橋

乙津大橋（仮称）

下元郷二号橋（仮称）

下元郷一号橋（仮称）

【秋川南岸道路】

東秋川橋

日野橋

等々力大橋（仮称）

東雲橋
夢の島大橋

埼玉県

神奈川県

山梨県

千葉県

凡例

令和５年度発注予定・鋼桁

発注時期未定・鋼橋予定

発注時期・形式未定

東京都建設局 令和５年度以降の橋梁整備予定箇所（道路・街路事業）

環状第４号線（港南・高輪）

放射第１７号線(東糀谷）

補助第２７号線（富士見橋）

補助第５４号線（上祖師谷）

放射第３６号線他１

環状第３号線支線２（白鷺橋）

補助第138号線（綾瀬新橋）

八王子３・３・１０

八王子3・4・28（石川Ⅱ期）

調布３・４・１１（佐須町）

小平３・２・８

東村山3･4･11（青葉二丁目）

別紙１
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【別紙2】橋梁予防保全計画_抜粋

：主たる構造（径間）が鋼の橋梁
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【別紙2】橋梁予防保全計画_抜粋

：主たる構造（径間）が鋼の橋梁
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※ 本資料は、令和８年度までに修繕工事に着手を予定している鋼橋のうち主要なものを示しております。
※ 予算措置状況等に伴い変更になる可能性があります。

神奈川県における主な鋼橋修繕予定箇所について

用田大橋

松田陸橋

山吹橋

小坪橋

渚橋1
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主な鋼橋工事の実施計画（見通し）

※本資料は今後5年程度の発注予定を示したものであり、進捗状況等により変更となる可能性があります。

（国）292号
中野市～飯山市
古牧橋 L≒270m（架替）

（国）141号
小諸市
平原大橋 L≒130m（新設）

（国）141号
佐久市
浅蓼大橋 L≒400m（新設）

（国）158号
松本市
稲核橋（仮） L≒110m（新設）

（一）小岩岳穂高（停）線
安曇野市
富田橋 L≒130m（架替）

（国）361号
木曽町
姥神峠道路0号橋（仮） L≒160m（新設）
姥神峠道路6号橋（仮） L≒110ｍ（新設）

（一）上松南木曽線
大桑村
和村橋 L≒140m（架替）

（国）256号
飯田市
下久堅バイパス3号橋（仮） L≒120m（新設）

（国）418号
天龍村
天竜川橋 L≒230m（架替）
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区分 A 担い手の確保 B 担い手の育成 C 働き方改革

若者

⼥性

障がい者

高齢者

UIJターン

外国人

① 建設技術実践プロジェクト（対象︓建設系学科高校⽣）

③ SNS等による情報発信 ⑩
建
設
産
業
の
Ｐ
Ｒ
（

求
職
者
）

（再掲）③ SNS等による情報発信

⑦ ⼥性技術者のネットワークづくりの⽀援

⑥ 建設系学科高校の⼥⼦⽣徒増加の取組

④ 教員・⽣徒と建設業界がつながる機会確保

（再掲）⑧ 各関係機関の⽀援施策の有効活用

⑧ 各関係機関の⽀援施策の有効活用

⑤ 建設産業のPR（小・中学⽣や保護者）

⑨
建
設
産
業
入
職
へ
の
道
筋
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
事
例
の

整
理
・
発
信

⑪
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
の
活
用
推
進

⑫
関
係
機
関
の
⽀
援
施
策
の
有
効
活
用
に
よ
る
資
格
取
得
の
促
進

⑮
建
設
現
場
等
の
労
働
環
境
改
善
や
福
利
厚
⽣
の
充
実
・

人
材
定
着
に
向
け
た
意
識
改
革
等

⑭
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
工
事
推
進
や
Ｂ
Ｉ
Ｍ
＼
Ｃ
Ｉ
Ｍ
等
の
新
技
術
の
活
用

⑱
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
習
得
や
柔
軟
な
働
き
方
が
可
能
と
な
る

職
場
環
境
整
備

⑬
研
修
制
度
の
拡
充
や
優
良
技
術
者
表
彰
制
度
等
の
運
用
改
善

⑯
週
休
２
日
制
促
進
の
た
め
の
工
期
設
定
、
増
加
経
費
の

適
正
計
上
等

⑲
適
正
な
賃
金
の
⽀
払
い
を
評
価
す
る
入
札
制
度
の
試
行

⑰
社
会
保
険
等
の
加
入
対
策
を
推
進

連携強化すべき取組凡
例

関係構成員が単独で行う取組

② 資格試験準備講座（対象︓建設系学科高校⽣）

• ⽀援策を整理した情報を建設業界と共有することによる⽀援策活用の利便性を向上
• 建設産業の事業承継に係る課題解決に向けた連携強化
• 施策の検証と改善、新たな取組の検討を継続実施（ＰＤＣＡ）

関係機関との連携強化

建設産業の次世代を担う人づくり推進事業

（再掲）⑧ 各関係機関の⽀援施策の有効活用

就業促進・働き方改革推進方針による19の取組

1

現場環境の改善と働き方改革に向けて
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県発注工事における週休２日工事の取組

3

工事着手前に週休２日を考慮した施工計画書を発注者に提出

県が発注する全ての工事※において、週休２日の実施を発注者が指定又
は受注者が希望する場合に、以下の取組を⾏います。

※ 現場施工期間が１週間未満の工事を除く

平成３０年４⽉から施工者希望型、令和元年９⽉から発注者指定型を実施

[ 週休２日の定義 ]
• 本工事の着手から完了までの期間において、７分の２の日数を計画的に

現場閉所すること。ただし、年末年始、夏季休暇、工場製作のみの期間
及び工事全体の一時中止期間を除く。

受注者

 週休２日を実施する上で必要な工期の設定
 週休２日の達成度に応じた経費の増額
 週休２日を達成した場合の工事成績の加点

発注者

現場環境の改善と働き方改革に向けて
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週休２日工事の実施状況について 

 

                             長野県建設部技術管理室 
 

１ 実施状況の推移（施工者希望型） 
 

 
２ 実施状況の推移（発注者指定型） 

発注者指定型工事：Ｒ１年度１６件、Ｒ２年度８件、Ｒ３年度５件、Ｒ４年度２件 
 
３ 週休２日工事の主な取組の推移 

平成３０年４月 ・施工者希望型導入 
・４週８休の場合、変更で経費補正 

           ・工事成績点加点 
平成３１年４月 ・４週６休、４週７休についても変更で経費補正 

         ・４週８休以上の場合、履行実績証明を発行 
令和元年 ９月 ・発注者指定型導入（当初から経費補正） 
令和２年 ４月 ・災害復旧工事も施工者希望型の対象とする 

           ・補正係数の改定 
令和２年 ９月 ・週休２日工事の実績企業・技術者に総合評価の加点を実施 
令和２年１０月 ・施工者希望型も当初から経費補正 
令和３年 ４月 ・市場単価も経費補正の対象 

   令和５年１０月 ・発注者指定型による発注に移行予定 
 
４ 希望したが実施できなかった主な理由（Ｒ４工事） 

・会社で取り組む体制が無かった 
・隣接工事の関係で早期に完成させる必要があった 
・現場条件や近隣で行われる他工事との調整が必要だった 
・災害復旧対応で緊急を要した 
・下請け業者が専門業者で、次の現場があるため施工期間が限られた 

0

20

40

60

80

100

R1 R2 R3 R4
実施率 実施希望率

 
・実施率 

工事事務管理システムからの抽出 
・実施希望率 

発注機関への照会 

14% 
28% 

54%

73% 

50% 

70% 

86% 
97% 

令和５年３月末現在 

R5 
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市町村の週休２日工事の実施状況について 

技術管理室 

１ 市町村アンケートの実施 
 全７７市町村から構成される発注者協議会を通じてアンケート実施電子申請方式による Web アンケ
ート令和４年１１月１５日に依頼、１２月８日に全市町村から回答を回収 

２ 調査結果 

試行を含む導入済みの自治体は 25%にとどまっており、導入を検討していない自治体が 27% 

３ 結果から見える課題 
 令和６年度からの時間外労働の上限規制特例の撤廃にあたり、市町村における週休２日工事 
に向けた取組が遅れており、建設産業における働き方改革推進のため、改善する必要がある。 

４ 今後の取組 
 魅力ある建設産業の創出にあたっては、これまでの３Ｋ（きつい・きたない・危険）を脱却 
し、新３Ｋ（給与・休暇・希望）を実現することで、新たな担い手を確保する必要があること 
から、県としても市町村に対する情報提供や助言、技術支援などをとおして週休２日工事の推 
進を図ってまいります。（令和５年は国のハンズオン支援を活用） 

13

kt930019
テキストボックス
長野県資料



（⼀社）⽇本橋梁建設協会
令和５年度 重点活動テーマ

１．現場安全対策の取組み

　　（安全性の向上）

２．鋼橋事業の進化と継承

　　（未来を守る強靭化事業の推進）

３．鋼橋ＤＸの推進

　　（生産性の向上）

４．鋼橋メンテナンス事業の推進

　　（持続可能な環境整備）



令和５年度 重点活動テーマ（要望事項：骨子）
2023/9/8

１．現場安全対策の取組み（安全性の向上）
口頭
回答

書面
回答

地公体
書面回答

1）現場安全対策の徹底

　①　桁落下防止への取組み ― ―

　②　新型足場構造（システム足場）の採用 〇

　③　モニタリング技術を活用した安全性向上(報告）

2．鋼橋事業の進化と継承（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

　①　長期安定的な鋼橋の採用と発注 〇 〇

　②　中長期の具体的な発注見通し情報の提示 〇 〇 〇

　③　長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進 〇

　④　災害被災時の鋼橋復旧技術 〇

　⑤　強靭化に向けた橋梁事業の推進 〇 〇

　⑥　カーボンニュートラルの取組み（報告）

２）働きがいのある職場とするために

　①　時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成 〇 〇 〇

　②　建設工事の担い手の育成・確保 〇

３）入札および契約の適正化

　①　有効な入札・契約方式の推進 〇 〇

　②　適正で実態に即した工事価格の設定 〇

　③　橋梁工事における不調対策 〇

　④　技術提案におけるオーバースペック防止と提案内容の標準化 〇

3．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

１）DX推進による鋼橋事業の効率化

　①　BIM/CIMのデータ連携活動 〇 〇

   ②　遠隔臨場検査活用ガイドライン 〇

   ③　ＤＸ活用事例の紹介（報告）

２）新技術及び新材料の活用による効率化

　①　新防食技術によるメンテナンス事業の効率化 〇 〇

　②　新材料の活用による生産性向上 〇 〇

　③　新施工技術の採用による現場作業の省力化 〇 〇

4．鋼橋メンテナンス事業の推進（持続可能な環境整備）

１）橋梁補修工事の確実な実施

　①　技術者の有効活用 〇 〇

　②　施工の実態を反映した適正な工事価格 〇 〇

　③　設計者と施工者の連携（報告）

一般社団法人　日本橋梁建設協会



令和５年度 意⾒交換会

要望事項 および 資料集



1

令和５年度 重点活動テーマ

１. 現場安全対策の取組み
（安全性の向上）

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

３．鋼橋ＤＸの推進
（生産性の向上）

４．鋼橋メンテナンス事業の推進
（持続可能な環境整備）



１．現場安全対策の取組み（安全性の向上）

１）現場安全対策の徹底

①桁落下防止への取組み

令和５年７月６日（木）中部地方整備局管内にて
協会会員会社による事故発生

国土交通省様が７月６日発出された建設工事の安全点検を受け、
会員会社に同種工事の安全点検実施の要請を行ないました。

事故の原因究明に対して最大限協力し、二度と事故を起こさない
よう再発防止対策の実施など、徹底した安全対策に取組みます。

2

令和５年度 重点活動テーマ



3

〇７月６日発生の事故に関する文書等（令和５年７月末現在）

建設工事の安全点検について：Press Release
国土交通省道路局 国道・技術課 令和５年７月６日

鋼橋架設工事の安全点検について（２３橋建協０３５号）
日本橋梁建設協会 安全委員会委員長 令和５年７月６日

橋梁架設工事における橋桁等構造物の落下防止等に関する安全総点検について
（日本橋梁建設協会への要請）

厚生労働省労働基準局 安全衛生部長 令和５年７月６日

橋梁架設工事における橋桁等構造物の落下防止等に関する
安全総点検について（２３橋建協０３８）
日本橋梁建設協会 技術・調査部長 令和５年７月６日

資料 １．１）① 桁落下防止への取組み



・令和４年６月９日 国土交通省 道路局 事務連絡

供用中の道路上の橋梁架設工事に伴う安全確保について（参考送付）（一部抜粋）

供用中の道路上の橋梁架設工事に伴う安全確保については、「供用中の道路上の橋梁架設工
事に伴う安全確保について（平成28年6月20日付け）」により通知されているところです。
その後、鋼道路橋施工便覧が改訂され、ベント等と架設桁の効果的な固定方法が示されるなど、
これまでの不具合事例を踏まえた架設における留意点の充実が図られているので、参考送付し
ます。引き続き、当該便覧などを参考にしつつ、橋梁架設工事の安全確保に努められたい。 4

・平成２８年６月２０日 国土交通省 道路局 高速道路課長 通知
供用中の道路上の橋梁架設工事に伴う安全確保について（一部抜粋）
３． 一層の安全確保を図るため、橋桁が橋台又は橋脚への据え付けを完了していない状態

で供用中の道路の上空に架かっている場合には、当該橋梁の移動を行わない期間におい
ても、関係機関と協議し、その影響範囲について、道路の通行規制を行なうこと。
ただし、落下防止のために当該橋桁を固定（仮設構造物への固定は効果的な方法がとり
まとめられるまで対象としない。）している場合は、この限りではない。

・平成２９年３月 国土交通省「土木工事安全施工技術指針」改定
・令和 ２年９月 鋼道路橋施工便覧（令和２年９月）に固定方法掲載

資料 １．１）① 桁落下防止への取組み

〇平成２８年 新名神高速道路 有馬川橋 事故時の対応

※平成２８年４月２２日 新名神高速道路 有馬川橋 橋桁落下事故発生
・ ４月２８日 第１回有馬川橋橋桁落下事故に関する技術検討委員会（西日本高速）
・ ６月１９日 第２回 〃

→ ６月２０日 協会内に「鋼橋架設工事の事故防止対策検討特別委員会」設置
→ ８月 「鋼橋架設工事の事故防止対策」協会とりまとめ、参加各社に周知



5

○橋建協における安全対策普及啓発活動

資料 １．１）① 桁落下防止への取組み



○橋建協工事で発生した墜落災害と死亡件数推移（2013‐2022）
・ 死亡者数には、墜落災害以外を含む

6

資料 １．１）① 桁落下防止への取組み（参考）



全事故の概要（2005～2022年）

① 墜落事故（倒壊による墜落含む）の割合
墜落事故が、死傷者数、死者数のいずれも約５割超
・全死傷者数232件、うち墜落災害112件（48％）
・死亡者数 37人、うち墜落災害 24人（65％）

② 墜落事故発生時の作業
足場の組立・解体時が墜落事故全体の約４０％

③ 安全帯の「不使用」など
墜落事故のほぼ全てのケースで、
・安全帯が使用されていないか（大半）
・親綱に適切に接続されていない等の不適切な使用

（一部）

全体 墜落災害（左記のうち）

死傷者数 232人 112人（48％）

うち死亡者数 37人 24人（65％）

7

〇協会としての取り組み
① 「鋼橋架設工事における墜落事故防止対策」

・2018年 6月 会員会社に周知
・2020年12月 再徹底の注意喚起

② 「墜落災害撲滅に向けた橋建統一行動」
・2019年 6月 リニューアル版を会員会社に周知

③ 2020年度 「鋼橋工事労働災害防止指針」を制定

○過去の事故事例から分析した墜落事故の分析と対策

資料 １．１）① 桁落下防止への取組み（参考）
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令和５年度 重点活動テーマ

１．現場安全対策の取組み（安全性の向上）

１）現場安全対策の徹底

②新型足場構造（システム足場）の採用

・新型足場は道路や河川への落下防止、作業工程の短縮、組立解体
作業の安全性向上などを目的に採用

・採用割合は増加傾向だが、費用適正化は十分ではない

⇒ 新型足場構造の採用とその標準化、高所作業車による足場組立
解体作業の推進を要望



○システム足場の普及（使用実績2021）

9

資料 １．１）② 新型足場構造（システム足場）の採用



○橋梁工事における新技術の足場の活用促進について ［国土交通省資料（第8回道路技術懇談会R5.3.15 ）］より

10

資料 １．１）② 新型足場構造（システム足場）の採用

鋼橋工事において、安全性の高いシステム足場の標準化を要望



11

○［参考］新技術の足場の事例 ［国土交通省資料（第8回道路技術懇談会R5.3.15 ）］より

資料 １．１）② 新型足場構造（システム足場）の採用
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令和５年度 重点活動テーマ

１．現場安全対策の取組み（安全性の向上）

１）現場安全対策の徹底

③モニタリング技術を活用した安全性向上（報告）

・墜落災害防止のため、高所作業の作業員の高度を管理者がモニタ
リングできる作業員監視システム（Safe-Tracker）を開発、実証
実験などを実施

・ベントの倒れや沈下のモニタリングシステムを活用することで、
安全性の向上に寄与すべく対応中



13

●SafeTrackerの実施工現場での稼働状況

➔作業員の状況をリアルタイムで確認可能〔安全性〕
➔現場状況をリアルタイムで確認〔安全性〕
➔安全帯使用状況のリアルタイムでの確認〔安全性〕

安全性向上への寄与

資料 １．１）③ モニタリング技術を活用した安全性向上

R3年度より、安全帯着用作業員の位置検知シス
テム（高度管理）の実地試験を継続中。
実現場での稼働により、使い勝手の向上を含め
今後アプリ等の更新を実施予定。

safe-tracker実施状況 アプリ画面等

作業高度

基準センサー設置

センサー充電状況

今後も安全性向上に向け、取組みを実施
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

① 長期安定的な鋼橋の採用と発注

令和４年度の鋼橋上部工事受注実績（重量ベース）は過去２番目に
低い水準となった
持続的な技術の進化と継承、技術者・生産ラインの確保のために、
年間の受注量は最低２０万トンを堅持したい

⇒ 我が国経済の持続的発展、未来の安心・安全を確保する国土強靭化
を推進するためには、道路ネットワーク強化・拡充が不可欠であり、
一定規模以上の長期安定的、計画的な鋼橋事業の発注を強く要望

⇒ 今後発注量の拡大が予想される保全・補修等については、一定の収
益が確保できる事業とする様要望



※橋建協調べ

H7：86.1万トン
7 900億円

○国内鋼道路橋 発注先別受注量と受注金額推移

15

令和４年度：１５．４万トン・３ ３５４億円
（うち、直轄工事 ６．７万トン・１ １６４億円）

最低限希望する発注鋼重量 ２０万トン

※ 協会内アンケート集計
・年間に必要な発注鋼重量（全社合計） 323,400 ton
・年間対応可能な最大鋼重量（全社合計） 424,500 ton

資料 ２．１）①長期安定的な鋼橋の採用と発注

会員数 63 76 71 70 66 62 58 49 45 41 38 35 32 317068 75 34



○国内鋼道路橋 受注状況（鋼橋上部工事、橋梁補修・修繕工事） ※橋建協調べ

16

資料 ２．１）①長期安定的な鋼橋の採用と発注

・近年、橋梁補修工事の比率が増加、Ｒ２には４７％を占める
・直轄工事の補修・修繕工事の受注額は依然として少なく、市場環境の改善を要望



○国内鋼道路橋 受注状況（鋼橋上部工事） ※橋建協調べ

17

資料 ２．１）①長期安定的な鋼橋の採用と発注

▽関東地方整備局

今後の主要な路線・プロジェクト名 規模・内容
新⼤宮上尾道路 事業化区間8km（与野JCT〜上尾南出⼊⼝）
横浜環状南線　栄JCT 延⻑約8.9ｋｍ　ランプ部に橋梁　栄JCT約30,000t
国道246号厚⽊秦野道路 延⻑29.1ｋｍ　　JCT部他橋梁計画
東関東⾃動⾞道　⽔⼾線  延⻑31km（潮来IC〜鉾⽥IC）　橋梁部約１ｋｍ
圏央道暫定2⾞線区間の4⾞線化 久喜⽩岡JCT〜⼤栄JCT間　
国道357号東京湾岸道路 ⼋景島〜夏島
第⼆東京湾岸道路 東京湾岸道路の内側（具体化へ検討組織の設置）
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

② 中長期の具体的な発注見通し情報の提示

新設、補修工事の中長期発注見通しは、設備投資や人員計画など
事業継続計画の経営判断に欠かせない重要な情報となる

⇒ 事業規模・開通予定時期に加え、橋梁形式や工事規模、公告・
開通予定時期など更なる具体的情報の提示を要望

⇒ 中長期（３～５年）の発注予定情報の提示を要望
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③ 中長期の具体的な発注見通しの例

資料 ２．１）②中長期的の具体的な発注見通しの公表

複数年後を含めた具体的な情報提供を要望

○追加希望情報項目
・橋梁形式見込み ・概算工事規模 ・架設工法
・公告予定時期 ・開通予定時期 など
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

③ 長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進

・世界を俯瞰すると吊橋や斜張橋などの長大橋プロジェクトが構想・計
画され、我が国鋼橋技術に対する期待は大きい

・明石海峡大橋（吊橋）開通から２５年経過など、これからメンテナン
スの時代に入っていくとしても技術者確保、技術力継承は不可欠

⇒ 下関北九州道路、大阪湾岸道路西伸部の次の長大橋プロジェクトに
ついて具体的な事業計画を策定、推進することを要望

⇒ 鈑桁・箱桁以外の橋梁形式での事業計画を要望



○令和３年間に受注した橋梁形式（金額ベース）
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※橋建協調べ

資料 ２．１）③ 長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進

桁橋以外形式
の発注を要望



○協会内アンケート結果（令和３年４月実施）

22

○年間で対応可能な最⼤鋼重量
全社合計値 ton424,500

・今後発注を希望する橋梁の種類 （複数回答）
① 多主鈑桁 16 15

② 少数主桁 21 10

③ 従来箱桁 27 4

④ 細幅箱桁 25 6

⑤ 開断⾯箱桁 11 20

⑥ トラス 20 11

⑦ ランガー 18 13

⑧ アーチ 22 9

⑨ ラーメン 17 14

⑩ 斜張橋（桁） 20 11

⑪ 斜張橋（主塔） 17 14

⑫ 吊橋（桁） 20 11

⑬ 吊橋（主塔） 17 14

⑭ 鋼製橋脚（Ｔ型） 13 18

⑮ 鋼製橋脚（⾨型） 13 18

・今後発注を希望する床版構造 （複数回答）
① ＲＣ床版 10 21

② ＰＣ床版 6 25

③ 合成床版 19 12

④ グレーチング床版 5 26

⑤ 鋼床版 25 6

　　該当する場合
は
　　数字の「1」を
　　ご記入下さ
い。

←
　　希望しない場
合は
　　空欄で結構で
す。

　　該当する場合
は
　　数字の「1」を
　　ご記入下さ
い。

←
　　希望しない場
合は
　　空欄で結構で
す。

希望しない 15 
10 

4 
6 

20 
11 

13 
9 

14 
11 

14 
11 

14 
18 
18 

希望する 16 
21 

27 
25 

11 
20 

18 
22 

17 
20 

17 
20 

17 
13 
13 

希望する 10 
6 

19 
5 

25 

希望しない 21 
25 

12 
26 

6 

・発注量や橋梁形式についての⾃由意⾒（複数回答）

資料 ２．１）③ 長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進

協会各社は多種多様
な形式の対応が可能



完成イメージ図 ルート計画
完成イメージ：近畿地方整備局 浪速国道事務所
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/naniwa/prj/17/l5rvdn0000000gnj-att/2020wangannishi_spring.pdf
ルート計画：阪神高速道路株式会社

https://www.hanshin-exp.co.j/company/torikumi/building/wanganseishinbup

○今後のプロジェクト（大阪湾岸西伸部）

資料 ２．１）③ 長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進
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○今後のプロジェクト（下関北九州道路）

24

資料 ２．１）③ 長大橋プロジェクト、多彩な形式の推進

資料：北九州市ＨＰより参照

これら計画に次ぐ、大規模プロジェクトを要望
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

④ 災害被災時の鋼橋復旧技術

・船舶衝突で被災した関西国際空港連絡橋や山口県大島大橋、兵庫県
鳴尾橋、横浜市南本牧道路などの復旧、しもきた国土交通３日橋の
仮橋対応などいち早い対応により、管理者・利用者に貢献

⇒ 鋼橋は復旧対応に優れた構造物であるため、災害時の有効活用
を要望



兵庫県／鳴尾橋

2018年9月4日 台風21号の強風により
土運搬船(長さ62m)が橋体に衝突し

主桁、鋼床版張出し部損傷、主桁滑動、
支承脱落、伸縮装置損傷

資料 ２．１）④ 災害復旧時の鋼橋復旧技術

2

応急復旧して暫定供用させることで、
桁撤去～架設の全面通行止め期間を最小の2.5か月に！

鋼床版損傷部腹板
補強

下フランジ補強

暫定供用

腹板補強

下フランジ補強

応急復旧

大型ジャッキ搭載の台船による一括撤去・架設

単純鋼床版箱桁橋（橋長60m、撤去重量420t、鋼重220t）

26



関西空港連絡橋
2018年9月4日～2019年2月14日の5.4ヶ月の復旧事例

2018年09月4日
台風21号により
タンカー衝突

9月12～14日
損傷状況調査後
連絡橋 A1～P1,
P1～P2一括撤去

工場持帰後
損傷確認

再利用・補修・
再製作の判断

9月～2019年2月
鋼板購入、設計図照査
部材製作・塗装
地組立、再架設協議

2月13～14日
夜間一括架設

2月27日下り線A1‐
P2供用開始
4月8日連絡橋
6車線完全復旧

P1‐P2
98m, 1120t

A1‐P1
90m, 1040t

2600ｔタンカー（長さ90m)の衝突により、
支承破損、主桁滑動、鉄道橋との衝突、
鋼床版張出し部損傷、橋面設備破損

標準工程なら18ヶ月

再製作したP1‐P2の一括架設

当て板補修

補修された主桁(P2‐P3)
27

資料 ２．１）④ 災害復旧時の鋼橋復旧技術



横浜港臨港道路（南本牧はま道路）緊急復旧工事
２０１９年９月９日～２０２０年５月７日 ８ヶ月での復旧 （既設鋼床版の部分取替）

２０１９年９月９日
台風１５号により
貨物船が衝突

９月～
現地調査および

復旧方法・構造検討

１２月～２月
材料手配
製作・溶射

１月～２月
切断撤去
開先加工

３月～
輸送

３月～４月
鋼床版架設
現場溶接

高力ボルト本締め
細部補修

５月７日

以降、供用下にて現場塗装を
６月末に完了

工場製作 現場施工

供用再開

大型貨物船の漂流→鋼床版の張出部に衝突→広範囲の損傷

鋼床版張出部取替
総延長122m 85.3t

損傷
↓

取替

28

資料 ２．１）④ 災害復旧時の鋼橋復旧技術



現場着手に関する問題点を各道路管理者と橋建協が共有、解決策を立案し実行した結果、
落橋後４日目より工事に着手、3日間で架設完了

担 当 作業内容 8/10 8/11 8/12
8/13 8/14 8/15 8/16 8/17

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM

東
北
地
方
整
備
局

青森県
むつ市
地元建
設会社
自衛隊

瓦礫撤去

ヤード整備

架線撤去

橋
建
協

応
急
組
立
橋
梁

施工計画

資機材積込
/輸送

現地作業

◎開通落橋 ○
落橋から4⽇で⼯事着⼿ ３⽇間で架設完了

落橋から7日間で交通開放を実現

社会的ニーズの適合性：1日も早い孤立地域の物流・人流を確保

【復旧前】

しもきた国⼟交通三⽇橋（⼩⾚川橋仮橋）

【復旧後】

29

資料 ２．１）④ 災害復旧時の鋼橋復旧技術
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

⑤ 強靱化に向けた橋梁事業の推進

・豪雨災害の激甚化により、河川内の橋脚への流木の堆積が原因と
なる洪水や橋桁の流出などの損失が発生

・ＣＯ２の大きな排出源である道路交通部門において、効果的な渋滞
対策が喫緊の課題

⇒ 橋梁の災害復旧において、河道の流下能力を増大できる“ピアレス”橋
梁（河川内橋脚数を減らした橋梁）を選定するとともに、今後計画的な
新設、架替事業においてピアレス橋梁を積極的に採用することを要望

⇒ 補正予算にて実施する国土強靭化事業においては、積極的に国庫債務負
担行為を活用して、橋梁の新設、架替事業を強力に推進することを要望

⇒ 道路交通部門からのCO2削減対策として、深刻な渋滞が発生している大規
模交差点や主要交差点等における立体交差事業の強力な推進を要望



資料 ２．１）⑤強靭化に向けた橋梁事業の推進
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ピアレス長支間化による応急復旧 黄瀬川大橋（静岡県）

黄瀬川大橋被災（2021/7/3） 応急組立橋設置、通行止解除（2021/8/31）

P3
P4

A2P2

ピアレス長支間化

洗堀沈下
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ピアレス長支間化による復旧事例 日野橋(東京都）

復旧後被災直後（2019/10/14）

ピアレス長支間化洗堀沈下

資料 ２．１）⑤強靭化に向けた橋梁事業の推進



資料 ２．１）⑤強靭化に向けた橋梁事業の推進

こうのせばし

ピアレス長支間化による復旧 神瀬橋（熊本県 球磨川被災橋梁）

被災前 RC+鋼鈑桁橋

被災（令和2年7月豪雨）
桁落橋、脚転倒

復旧予定 下路ローゼ橋

球磨川橋梁復旧技術検討会の検討資料より
33

球磨川橋梁復旧
技術検討会の検討資料より

予防保全の意味でも
ピアレス化は有効



資料 ２．１）⑤強靭化に向けた橋梁事業の推進

球磨川橋梁復旧技術検討会の検討資料より
34

CO2削減効果に資する「立体交差事業」の整備



資料 ２．１）⑤強靭化に向けた橋梁事業の推進

球磨川橋梁復旧技術検討会の検討資料より
35

CO2削減効果に資する立体交差事業の整備
・国道３５７号舞浜立体の整備効果（渋滞対策）

道路利用者が舞浜立体
開通後に実感した効果

・立体交差設置により交通渋滞の緩和に効果（CO2削減効果）
・道路交通安全性の向上
・物流の効率化 などに有効

【施工状況】【完成状況】
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

１）鋼橋事業の未来継続に向けて

⑥ カーボンニュートラルの取組み（報告）

・2050年までにカーボンニュートラルを目指す
・取組を加速させるため、「グリーン化推進WG」で活動方針を取りま
とめ、パンフレットやHPで公表

・協会各社の取組は各社のHPで公表
・循環型社会の実現に有効な新技術の情報の収集に努め、鋼橋の建設
や保全の活動が環境に与える影響を分析、検討中

鋼橋施工者として貢献するため、情報収集と資料整備を実施中



○日本橋梁建設協会におけるカーボンニュートラル

環境宣言（2013年6月発表）

〇基本理念

私達は、橋の建設や保全を通じて省エネルギー・資源再利用・地球環境への
負荷低減に取組み、循環型社会の実現に努めます。

〇環境方針

１）環境関連の法令、条例、協定などを遵守します。
２）持続可能な社会を目指し、資源の効率化を図ります。
３）廃棄物や温室効果ガスなどの発生抑制に努め環境負荷の低減を図ります。

CO2削減数値目標について

2050年 カーボンニュートラル
中間目標は協会各社で設定

資料 ２．１） ⑥ カーボンニュートラルの取組み
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取組み状況

2021年12月 グリーン化推進WG設置
2022年 1月 協会各社にアンケート実施
2023年 6月 パンフレット発行

CO2削減の活動を協会各社で実施



○日本橋梁建設協会におけるカーボンニュートラル

カーボンニュートラルの取組み方針（2023年1月策定）

日本橋梁建設協会は、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指して、
鋼橋の建設および保全において以下の活動を行います。なお、2050年までの
CO2排出量の段階的な削減目標は、会員各社が事業内容に応じてそれぞれ
設定します。

１．再生可能エネルギーや自家発電の活用を推進し、エネルギー由来の
CO2排出量を計画的に削減します。

２．鋼材やコンクリートなど原材料の製造時のCO2排出量の削減について、
原材料メーカー各社の活動方針をユーザーとして支持し、情報収集に
努めます。

３．鋼橋の建設および保全において、CO2排出量の削減に
有効な最新技術を積極的に導入します。

38

資料 ２．１） ⑥ カーボンニュートラルの取組み



CO2 排出の主な発生源 削減対策の例

工場や現場での電力 ・再生可能エネルギー由来の電力への切り替え
・自家発電の導入（太陽光、風力など）
・省電力の機器の導入
・急速施工による工期短縮

鋼材 ・リユース、リサイクル
・水素利用の製鉄への協力

コンクリート ・エコセメントの活用

塗料 ・高耐久の防食方法の活用
・耐候性鋼材の活用
・循環式ブラストによる廃棄物の削減

自動車の燃料 ・電気自動車、燃料電池自動車への切り替え

紙 ・ペーパーレス、電子決済

鋼橋の建設におけるCO2 排出の主な発生源と削減対策例

39

○日本橋梁建設協会におけるカーボンニュートラル

資料 ２．１） ⑥ カーボンニュートラルの取組み
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

２）働きがいのある職場とするために

① 時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成

・協会内では、完全週休二日・残業時間削減に向けた取組みに対して、かなり進
んできている状況

・残業時間削減、休暇取得の推進を定着させ週休二日を含めた４週８休を推進す
るためには、作業時間に応じた工程が必要となる

・発注時の短工期設定、受注後指示による工期短縮は働き方改革に逆行
・高速道路会社工事では、直轄工事に比べ検査等資料の削減が不十分
・建設業就業者に対する時間外労働規制が厳格化されることに伴い、時間外労働
時間の削減、週休二日制の推進等を図るとともに、担い手の育成や確保に向け
た環境整備などの諸活動を行うため、「働き方改革特別委員会」を設置

⇒ 確実な実施のため、案件の実情に則した適切な工事期間、その工事期間に
見合った工事費の設定を要望

⇒ 高速道路会社、地方公共団体への指導を要望



資料 ２．２）①時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成
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○施工現場における休日取得（閉所）実態調査結果

直轄工事は順調に増加、高速会社・自治体への指導を要望



〇週休二日に取組んだ工事における実施後アンケート結果

【調査条件】直轄発注の鋼橋上部工工事（完工済）
・調査対象：２０１９、２０２０年度完工（国直轄発注週休二日制モデル工事）

２０２１、２０２２年度完工（全工事）
・回答者 ：現場責任者（監理・主任技術者、もしくは現場代理人）

※回答について ・工場製作時等を除く、現場施工時のみを対象
・グラフ内数字は、回答数

▽実施工事における休日状況 ▽休日が取れなかった最大の理由

42

資料 ２．２）①時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成
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▽元請技術者として、望ましいと思う休日日数 ▽週休二日工事実施後の評価

▽担当工事において、発注者側が実施していた項目 ▽発注者に今後取り組んで欲しい項目

資料 ２．２）①時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成
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▽４週８休に取り組んで生産性の向上につながったか ▽今後元請けとして週休二日に向け取り組みたい項目

▽４週８休を行って、工事費用は十分だったか ▽費用について、どの様な項目で足りなかったか

資料 ２．２）①時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成



資料 ２．２）①時間外労働の上限規制の適用、週休二日制の達成
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○会員各社における残業取得状況実態調査結果

2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 2022年

1200 以上 17 4 0 0 0 1 0 0 17 5 0 0

1080-1119 7 8 3 0 1 1 0 0 8 9 3 0

 960-1079 10 19 9 0 5 5 0 0 15 24 9 0

840- 959 60 41 17 11 18 12 1 1 78 53 18 12

720- 839 131 81 63 45 38 24 21 5 169 105 84 50

600- 719 192 167 140 152 157 94 68 73 349 261 208 225

360- 599 510 450 471 462 759 718 639 773 1,270 1,168 1,110 1,235

360 未満 432 381 619 674 2,829 2,674 3,279 3,244 3,260 3,055 3,898 3,918

調査人数 1,359 1,151 1,322 1,344 3,807 3,529 4,008 4,096 5,166 4,680 5,330 5,440

現場勤務（人） 現場勤務以外（人） 合計（人）残業時間
(H)

建設現場勤務者 建設現場勤務者以外

年々残業時間は減少、２０２４年度の法規制厳格化に対応すべく、発注者側からご指導頂きたい
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

２）働きがいのある職場とするために

② 建設工事の担い手の育成・確保

・建設技能労働者確保には総賃金を他産業以上の水準とし、作業期間
の平準化、作業環境整備とすることが必要

・協会各社技術者はリクルートにより増加傾向だが、資格取得まで時
間がかかるため人員確保は十分とは言えず

⇒ 引続き建設技能労働者の更なる設計労務単価の増額を要望
⇒ 総合評価における評価方法を、企業能力評価型とすることや

ＮＥＸＣＯで採用されている技術者の応募時申請不要とする
方法の試行を要望

⇒ 担い手の育成・確保について、契約期間が長期にわたる工事
に関して担当技術者交代時の実績を認定する様要望



・所属別比率

・年代別技術者数
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○（一社）日本橋梁建設協会 技術者数（令和５年５月現在）

技術者総数 6,031人（平均年齢43.6歳）※Ｈ28から470人増 一級土木 3,547人（平均年齢49.9歳）※Ｈ28から9人増

・所属別別技術者数

※協会参加企業31社の技術者総数

・年代別技術者推移

資料 ２．１）②建設工事の担い手の育成・確保

２０歳代が順調に増加しているものの、
資格者は減少傾向



・現場代理人を初めて務めるまでの、入社からの経験年数 有効回答数 53人

平均配置年数 7.7 年 資格取得前の配置 20人 42%

資格取得後の配置 28人 58%
うち資格取得年の配置 8人 17%

・監理技術者を初めて務めるまでの、入社からの経験年数 有効回答数 45人

平均配置年数 11.3 年 資格取得後の配置年数 4.0年

・桁橋（鈑桁・箱桁）以外の橋種を担当技術者として初めて担当するまでの経験年度（平均）　7.1年
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○現場配置技術者の経験（５０歳未満の技術者対象）：令和５年度５月実施
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資料 ２．１）②建設工事の担い手の育成・確保

現場配置技術者技術者（特に監理技術者）を育てるには時間が必要
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資料 ２．１）②建設工事の担い手の育成・確保

工場製作工労務費を現場技術者と同程度の上昇率とする様要望

○過去１１ヶ年の橋梁関連直接労務費の推移

製作工労務単価 間接労務費率 工場管理費率 労務チャージ 橋梁世話役 橋梁特殊工 普通作業員

（円） （％） （％） （円） （円/人） （円/人） （円/人）

H24 25,300 32.2 28.8 43,079 23,300 20,200 14,000

H25 25,900 32.2 28.8 44,101 27,600 23,900 17,200

H31 27,100 37.6 28.8 48,029 34,000 29,700 21,100

R2 27,500 37.6 28.8 48,738 34,400 30,000 21,500

R3 27,500 37.6 28.8 48,738 35,600 30,400 21,600

R4 27,800 40.8 33.5 52,255 35,700 30,400 22,300

R5 28,700 40.8 33.5 53,947 36,900 31,500 23,900

1.13 1.27 1.16 1.25 1.58 1.56 1.71 ←H24増加率

現場労務費(東京地区）工場製作費
※労務チャージ＝直接労務単価×（1+間接労務費率）×（1+工場管理費率）

10,000

20,000

30,000

40,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

製作工労務単価

橋梁世話役

橋梁特殊工

普通作業員

56% UP
58% UP

71% UP
13% UP



○企業能力評価型
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資料 ２．１）②建設工事の担い手の育成・確保

企業能力評価型の鋼橋上部工事での試行を要望



○高速道路会社の取組み（配置技術者）
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資料 ２．１）②建設工事の担い手の育成・確保

配置技術者を有効活用するため、申請時に配置予定技術者の登録を
不要とする方式の試行を要望

東⽇本⾼速道路（株） 中⽇本⾼速道路（株） ⻄⽇本⾼速道路（株） 直轄⼯事

新設 不 要
不 要

※施⼯技術競争型は必要
不 要

補修 不 要
不 要

※施⼯技術競争型は必要
不 要

現場着⼿時 現場着⼿時 現場着⼿時 応募申請時

申請時会社施⼯実績より、橋
⻑等条件を緩和
（担当技術者施⼯実績可）

申請時会社施⼯実績より、橋
⻑等条件を緩和
（担当技術者施⼯実績可）

申請時会社施⼯実績より、橋
⻑等条件を緩和
（担当技術者施⼯実績可）

監理技術者・現場代理⼈
担当技術者

施⼯技術競争型：⾼度な施⼯
技術を必要とする⼯事で参考
図や品質、安全、⼯期などの
技術提案を求め、価格と総合
的に評価する⽅式

備  考

申請時の
配置予定技術者登録

必 要

現場配置技術者選定時期

配置技術者施⼯経験
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〇橋建協の担い手確保への取組み（戦略広報ＷＧ［通称：みかんプロジェクト］）

・『将来の鋼橋業界の担い手確保』のため、20代から30代前半の若手が鋼橋業界の魅力や仕事内容
を伝えるべく2019年に設立、現在5期目（14社14名）活動中

・イメージキャラクター「ケン・ブリッちくん」制作やSNS運用、対外講座などを実施
・業界関連の新聞、冊子、ラジオなど各種メディアにて情報発信
・発注側若手職員との意見交換会実施（阪神高速道路、四国地方整備局）、今後継続予定

活動方針：「小・中学生、高校生、高専生、大学生」をターゲットとし、「カッコイイ」「デカイ」「街のシン
ボル」「オーダーメイド」「社会貢献ができる」を 鋼橋のPR ポイントとして広報活動を行う

イメージキャラクターの考案・活用イメージキャラクターの考案・活用 SNSの活用SNSの活用 体験学習プログラムの企画・開催体験学習プログラムの企画・開催

ケン・ブリッちくん

業界の興味・認知度向上びため
イメージキャラクター考案

「橋を広く広報する」
⇒ハシビロコウ をモチーフに

＜様々なグッズ展開＞

ぬいぐるみ

キーチェーン
ペーパー
クラフト

スポーツタオル

LINEスタンプ

InstagramとX（旧Twitter）を運用し、鋼橋や
業界の魅力を日々発信中

Instagram
写真や動画をもとに鋼橋

や業界の魅力を投稿

X（旧Twitter）
共感を得られるような

橋に関する情報を投稿

・小学校出前講座
横浜市内の小学校にて、体験学習やクイズ
を通じて鋼橋を印象に残るよう講座を実施

・中学校出前講座
自身の進路がより明確になりつつある中学
生に向けた出前講座を9月に実施予定

・現場見学会支援
協会各社が実施する現場見学会を支援す
べく、コンテンツを企画中

・その他カルチャーセンターでの小学生向け
講座、協会訪問学習受入れ、高専での業界
イベント、大学での業界説明など対応

資料 ２．１）②建設工事の担い手の育成・確保
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

３）入札および契約の適正化

① 有効な入札・契約方式の推進
・一括審査方式：複数の案件に同じ提案と技術者登録ができるため、

省力化に有効
・概略発注方式：種類が多いが金額上少ない排水管を概略にて発注、

後に精算とする方式は省力化に有効
・段階選抜方式：受発注者作業の省力化に逆行

⇒ 一括審査方式（落札予定者除外方式）の更なる活用を要望
※高速道路会社でも、同様の方式を採用する様指導を要望

⇒ 概略発注方式に、ボルト類も採用することを要望
⇒ 段階選抜方式の鋼橋事業での適用除外を要望

⇒ 特別調査を行った際には、全調査項目を応札前公表を要望



54

○試行工事一覧

資料 ２．３）①有効な入札・契約方式の推進

一括審査、概略発注方式の推進、段階選抜方式の鋼橋での適用除外を要望

・対象年度︓2022年度、2023年度（2022.4〜2023.6）
・対象⼯事︓直轄発注⼯事（港湾空港関係を除く）、鋼橋上部⼯事 2023年6⽉末現在 橋建協調べ

年度
北海道
開発局

東北
地整

関東
地整

北陸
地整

中部
地整

近畿
地整

中国
地整

四国
地整

九州
地整

沖総局

△ 簡略積算⽅式を試⾏

●

試⾏⼯事（同様の内容を含む）

1 ⼀括審査⽅式 2022 ● ● ●
同⼀時期に調達を必要とする複数⼯事について、申請
できる配置予定技術者を原則１名として同時に競争参
加を求め、あらかじめ定めた順番で開札し、落札者を
決定する⽅式

2023 ○ ● ● ○ ● ○

● 〇 ● ● ● ●

● 〇 〇 〇

2 概略発注⽅式 2022 ● × ● ×
発注時の積算の簡略化を図り、受発注者双⽅の⼿間や
違算等のリスクの軽減を図る⽅式

2023 × × ● 〇 × ● ×

〇 △ ● × ● ×

〇 × ×

× ☆ ×＜参考＞段階選抜⽅式 2022 × × ☆
受発注者双⽅の事務負担軽減を図るため、競争参加資
格確認資料を⼀次選定し、そこで選抜された者に対し
て⼆次審査を⾏う⽅式
 ☆︓実施⽅針に試⾏との記載があるが、実質除外

× ×

×

  ●︓鋼橋上部⼯事にて試⾏実績あり  ○︓年度当初の実施⽅針に試⾏の記載情報あり  ×︓年度当初の実施⽅針に試⾏の記載情報なし

☆ ● ☆ × × ×2023 ● × ☆

× ●



・対象年度︓ ２０２１年度公告案件（公告⽇︓令和３年４⽉１⽇〜令和４年３⽉３１⽇）
・対象⼯事︓ 直轄発注⼯事（港湾空港関係を除く）、鋼橋上部⼯事             ※橋建協調べ

2 3 4

北海道開発局 ―

東北地⽅整備局 1 1 ⼯期、橋梁形式

関東地⽅整備局 6 3 2 1 事務所（県またぎ）、⼯期、技術者配置期間、
橋梁形式、架設⼯法

北陸地⽅整備局 1 1 ⼯期

中部地⽅整備局 10 7 1 2 事務所（県またぎ）、⼯期、技術者配置期間、
橋梁形式

近畿地⽅整備局 1 1 事務所（県またぎ）、⼯期、技術者配置期間、
橋梁形式

中国地⽅整備局 4 3 1 事務所（県またぎ）、⼯期、技術者配置期間、
橋梁形式、架設⼯法

四国地⽅整備局 1 1 ⼯期

九州地⽅整備局 2 2 事務所（県またぎ）、⼯期、技術者配置期間、
橋梁形式

沖縄総合事務局 ―

26件 18 5 3 ※２橋（基）、３橋（基）まとめて１⼯事の案件あり
69橋10基 39橋10基 15橋 15橋

⼀括審査件数
⼀括⼯事数

備  考

合  計
55

○一括審査案件一覧

資料 ２．３）①有効な入札・契約方式の推進
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〇特別調査 単価・歩掛等条件公表状況

資料 ２．３）①有効な入札・契約方式の推進

特別調査時には全調査項目を応札前に公表する様要望

分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官 分任 本官

各種購⼊品単価 △ △ ○ ○ － ○ ○ － △ △ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ － ○

補正条件等 ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
鋳造費 ⽀承単価 △ △ ○ ○ － ○ ○ － △ △ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ － ◎

特殊塗料単価 △ － － － － － － － × △ － ◎ × × － － ○ ○ － －

特殊塗装施⼯歩掛 － － － － － － － － × × － ◎ ○ ○ － － ○ ○ － －

⼯場製品輸送⼯ 輸送⼯ 輸送距離 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － ◎
ベント設備供⽤⽇数 ◎ × ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

使⽤機材等供⽤⽇数 ◎ × ◎ ▲ ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

特殊塗料単価 － － ○ ○ － － － － △ △ － ◎ × × － － ○ ○ － －

特殊塗装施⼯歩掛 － － ○ ○ － － － － △ △ ○ ◎ ○ ○ － － ○ ○ － －

床版⼯ 床版⼯ 合成床版製品単価 △ △ － － － ○ － － － △ － ○ × × ○ ○ － － － ○

⾜場等設置⼯ ⾜場等供⽤⽇数 ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
※対象︓R5年度に鋼橋上部⼯（港湾除く）で発注された案件︓２０２３年６⽉現在
※凡例 ◎︓公告時に公表されている ▲︓公告時に公表される（WTO）とされない（本官S型）場合がある。

○︓公告後に⾒積依頼があり、結果が公表される／質問回答として公表される ×︓公告時、公告後も公表されない
△︓公告時に公表される場合とされない場合がある ―︓対象無し

内容
開発局 東北 関東

橋梁現場塗装⼯ 現場塗装⼯

沖縄

⼯場製作⼯

製作⼯

⼯場塗装⼯

鋼橋架設⼯ 架設⼯

北陸 中部 近畿 中国 四国 九州
⼯種 種別



57

令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

３）入札および契約の適正化

② 適正で実態に即した工事価格の設定（鋼材等）

・調達環境の厳しい建設資材、積算基準外の工法を含む工事などに
おいて、（一社）日本建設機械施工協会発行の「橋梁架設工事の
積算」は積算省力化に有効

・図書該当外の場合、実態に沿った見積の徴取が有効
・スライド使用について、インフレスライド対応は感謝
・工事契約当初に鋼材を購入するため、スライドの受注者負担分
１％（１．５％）は負担が大きく、申請できない場合がある

⇒ 「橋梁架設工事の積算」使用および見積徴取を状況に応じて
活用するよう要望

⇒ スライド時の受注者負担１％の撤廃を要望
⇒ 鋼材金額の大幅な上昇に対し、実態を適切に反映した精算単価

の設定を要望



金額の大幅な上昇に対し、実態を適切に反映した精算単価の設定を要望 58

○鋼材費の状況 2020年4月以降 鋼材ベース単価推移（２誌平均）

・鋼材の支払いは、工事契約月では無く鋼材納入時
・現状工事契約時から鋼材納入まで、７か月程度が必要

現状横ばい
に推移

資料 ２．３）②適正で実態に即した工事価格の設定
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令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

３）入札および契約の適正化

③ 橋梁工事における不調対策

・歩道橋、鋼製橋脚、橋梁補修工事等不調が毎年起きている状況
・不調工事をなくすため、受発注者双方の歩み寄りが必要

⇒ 当面は応募会社より見積取得とするよう要望
⇒ 補修を含めた歩道橋工事、鋼製橋脚工事については歩掛等の

抜本的な改定を目指し、受発注者協同でのＷＧ設置を要望
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○直轄発注工事 不調工事状況 ※橋建協調べ

不調工事
（複数回不調含）

再公告等時落札決定工事
（前年度までの不調含）

道路橋/新設 4件 1件 11件

道路橋/補修補強（拡幅含） 8件

道路橋/撤去 1件 2件

道路橋/床版のみ 2件

鋼製橋脚/新設 2件 1件 9件

歩道橋/新設 2件 3件 15件

歩道橋/補修補強（拡幅含） 2件

歩道橋/撤去 1件

その他/検査路・仮橋・他 1件 2件

計 8件 7件 52件

工事種類
（協会にて分類）

令和4年4月1日～令和5年3月31日　公告工事 平成30年度
～令和4年度

不調工事累計

資料 ２．３）③橋梁工事における不調対策

不調工事を無くしていくためには、歩掛の改定が必要



令和５年度 重点活動テーマ

２．鋼橋事業の進化と継承
（未来を守る強靭化事業の推進）

３）入札および契約の適正化

④ 技術提案におけるオーバースペック防止と提案内容の標準化

・発注者が示す『要求水準』に対し過剰な技術が評価される場合がある。
（騒音対策や排水基準の管理規格値の厳格化等）

・効果発現、確実性確保を目的として多数の技術を組合わせる提案が
評価される場合がある。

⇒ 管理規格値の厳格化の提案は評価対象外とすることを要望
⇒ 実施方法を効率的、効果的に行うための“付帯技術数の制限”

（１つまで）を要望
⇒ 多くの社が提案し効果がある技術の標準化（積算化）を要望

61



資料 ２．３）④技術提案におけるオーバースペックの防止策

62



○複数提案の抑制対策とその課題（提案作成者の声）

設定例 課題（提案作成者の声）

 実施方法を効率的、効果的に行うための“付帯技
術”を１つ記載できる （関東、東北、沖縄）

付帯技術数に制限があり、抑制
効果が期待できる。

 他の実施方法と組み合わせなければ効果を発揮し
ない実施方法でないこと （四国）

組み合わせできないので、抑制
効果が期待できる。

 先頭に記載している提案のみ評価 （開発局） 先頭以外の提案に減点がなけれ
ば評価されるかもしれないと思い、
盛り込んでしまう。

 一番低いと判断される提案で評価
（中部、北陸、九州）

一番低いと評価された技術が不
明なため、盛り込んでしまう。

 同じ効果を目的とし、主技術と切り離せない一体不
可分（必要最低限）の技術の組み合わせは評価対
象とする （近畿）

必要最低限の判定が不明確なこ
とから、より多くの技術を盛り込ん
でしまう。

 当該提案の効果発現・確実性確保を目的として、関
連した技術を組み合わせる場合は、「提案に関する
具体的な施工方法」に記載し、これらを一体的な提
案として扱う （中国）

付帯技術数に制限がないため、
より多くの技術を盛り込んでしまう。

資料 ２．３）④技術提案におけるオーバースペックの防止策

63
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令和５年度 重点活動テーマ

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

１）ＤＸ推進による鋼橋事業の効率化

①BIM/CIMのデータ連携活動

・鋼橋のデータ連携の第一歩として、設計者側の「自動設計システム」
から施工者側の「自動原寸システム」へのデータ連携により、生産性
の向上を図っていく

・今年度末には鈑桁のシステム開発が完了予定

⇒ 今年度中に、鈑桁（３径間連続少数鈑桁などシンプル構造形式）
での試行工事発注を要望
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資料 ３．１）①BIM/CIMのデータ連携活動

65

 「橋梁技術のデータ連携実装に向けた共同宣言」

右から髙田橋建協会長（共同宣言当時）、吉岡技監、森下参事官、
野崎建コン協会長（令和５年４月１８日）
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資料 ３．１）① BIM/CIMのデータ連携活動

このデータを「設計成果品」とすることにより、データ連携が可能となる
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１Ｑ ２Q ３Q ４Q １Ｑ ２Q ３Q ４Q １Ｑ ２Q ３Q ４Q

仕様定義 設計情報属性ファイル、数量データの定義

（a-1）上流システムからの設計情報属性ファイル出力

（b）製作情報システムでの設計情報属性ファイルの読み込み

発注業務による現場検証、効果検証

（a-1）上流システムからの設計情報属性ファイル出力

（b）製作情報システムでの設計情報属性ファイルの読み込み

発注業務による現場検証、効果検証

（a-2）上流システム⇔数量データ

（c）数量データ利活用システムのための開発

2024年度

項　　目

鈑桁

箱桁
システム

開発

構造
データ

数量
データ

積算
データ

（c）積算情報のための開発（建コン協向け）

2022年度 2023年度

設計・開発

ニーズ調査・検討

○データ連携実装に向けたスケジュール

今年度末までに、鈑桁（３径間連続少数鈑桁などシンプル構造形式）
での試行工事発注を要望

資料 ３．１）① BIM/CIMのデータ連携活動
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資料 ３．１）① BIM/CIMのデータ連携活動

調査フェーズ

設計フェーズ

製作フェーズ

架設フェーズ

維持管理フェーズ

設計コンサルタント

ファブリケータ

点検会社

現場状況データ
点群、画像
（調査時）

設計システム

整合確認された
鋼橋設計属性情報

データフォーマット

原⼨システム
バッチデータ

現場状況データ
点群、画像
（設計時）

設計システム
外の設計情報

主構モデル
LOD300

共通詳細定義
（モデル等）

数量計算

付属物
モデル

LOD200

⼲渉チェック

履歴の申し送り

整合性チェック

建築限界、施⼯
ズレの反映

原⼨システム
2次元展開 製作機械

製作⽤ロボット

⽣産管理データ
(BOM）

架設計画
主構モデル
LOD400

付属物
モデル

LOD300

架設⽤重機
施⼯ロボット

架設時安全対策
センサーへの反映

現場状況データ
点群、画像
（点検時）

更新された
鋼橋属性情報

データフォーマット

主構モデル
付属物モデル

LOD???

ドローン等
点検機材

FEM等の解析

○データ連携の目指す姿（案）
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令和５年度 重点活動テーマ

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

１）ＤＸ推進による鋼橋事業の効率化

② 遠隔臨場検査活用ガイドライン

・「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）令和５年３月」
をベースにした「鋼橋の製作工場における遠隔臨場に関するガイド
ライン（案）令和５年６月」を作成

・工場製作時の立会を遠隔臨場とすることにより、移動時間や待機時間
削減や働き方改革推進となり、受発注者の更なる作業効率化に繋がる

・工場製作時での遠隔臨場の課題についても整理
・詳細な説明をあらためて実施予定

⇒製作工場での利用促進、および課題部分解決に向けた協議を要望
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資料 ３．１）② 遠隔臨場検査活用ガイドライン

70

遠隔臨場検査への要望

・今後製作工場で、遠隔臨場検査を積極的に利用
・検査日の数日～１週間前に社内検査記録の提出を求め

られることがあり、限られた仮組立場所を長く占有し、検査
待ち（待機時間）が発生

⇒事前に検査内容や計測項目、計測数等を確認する
場合は、実測値の入っていない検査記録を使用

・遠隔臨場検査が容易となり、段階確認（仮組立検査）
以外の確認行為が増加

⇒共通仕様書および特記仕様書等で決められた確認
項目および回数とする

・臨時の遠隔臨場を抜き打ちで求められるケースがあるが、
急な遠隔臨場検査は、撮影者等の人員確保に苦慮し、
工場内の騒音防止で製造ラインを停止することもある

⇒事前に協議している項目で日程調整をしたうえで
実施する

製作工場における遠隔臨場検査を推進するために
『鋼橋の製作工場における遠隔臨場に関するガイドライン （案） 』を作成
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遠隔臨場検査の課題

① 画面を通した検査となるため視野が狭くなり、検査の全体像がつかみにくい。
⇒カメラおよび撮影要員を増やしたりカメラ機能を駆使して臨場感のある検査を実現する。

撮影者A（近接） 撮影者B（遠景）

② カメラを使用した検査のため、レベルやトランシットなど視認が難しい検査項目がある。
⇒デジタル表示できるレベルやレーザー照射できるトランシットを使用して視認性を上げる。

デジタル表示 レーザー照射

資料 ３．１）② 遠隔臨場検査活用ガイドライン
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令和５年度 重点活動テーマ

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

１）ＤＸ推進による鋼橋事業の効率化

③ ＤＸ活用事例の紹介（報告）

・i-Bridge適用工事制度を継続中
・支点部の付属物と構造物の干渉をBIM/CIMモデルで効率的に照査
・維持管理時の動線を３Ｄモデルによる可視化で容易に確認
・ＶＲを取り入れた構造検討で、工場製作開始前に事前に確認
・日本鉄鋼連盟と共同で進めているミルシートの電子化の事例が増加
・電子ミルシートは、特記仕様書等への明記で使用が容易に
・電子ミルシートを発展させた名称『ＤＸミルシート』の活用の推進
・電子ミルシートから情報を抽出するソフトを日本鉄鋼連盟と共同開発
・その他、施工手順の見える化、架設時の既設構造物との干渉チェック、
架設シミュレーション、大ブロック架設時の誘導システム、
安全管理での活用、ＭＲ技術の活用など
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2021年度
i‐Bridge適用工事制度の施行

i‐Bridge適用工事要件
■全体必須条件

①ASP他クラウドサーバー活用
➁BIM/CIMリクワイアメント

■選択条件
➂製作段階 3条件
④架設段階 7～10条件

資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

2021年度実績 41工事登録（前年分含む）
2022年度実績 23工事登録

電子媒体のミルシート

ウォークスルー動画

付属物の干渉チェック CIM架設シミュレーション 遠隔臨場の仮組立検査

NC工作機械、溶接ロボット VR架設シミュレーション
レーザーバリア配筋検査に画像解析・AI
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

74

 BIM/CIMモデルを活用した効率的な照査

下部工検査路と排水管 垂直補剛材と検査路受け台 マンホールとPCケーブル

支点部（脚上）の干渉チェック

下横構と手摺 梯子と沓座
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

75

維持管理時の動線チェック

桁付き金具と排水管
の整合
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

76

 ３Dモデルによる構造検討

VR（仮想現実）を用いた安全確認・安全訓練・安全教育

ＶＲにて橋脚内部の梯子を昇降
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

77

 ミルシートの電子化

■タブレット活用による納入材料と電子ミルシートの照合作業の効率化
■電子情報共有クラウド（ASP）登録のための紙ミルシートスキャン作業が不要
■電子ミルシート付帯のCSVファイルでさらに材料報告書作成業務効率化
■ミルシート郵送からオンライン発送となり発行―受領までのタイムラグ短縮

従来のミルシート 電子ミルシート

(一社）日本鉄鋼連盟との共同

特記仕様書等に、“電子ミルシート使用可”との明記が必要
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

78

ミルシートの電子化推移
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電子 工事件数

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

鋼重 ton 4,160 1,335 11,465 22,713 47,869

工事件数 3 件 2 件 14 件 28件 53 件

DXの推進やカーボンニュートラルに向けて、
ミルシートの完全電子化を積極的に推進
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

79

 現場測量

３次元測量による出来形管理

３次元計測による出来形反映

トータルステーションによる桁の出来形計測イメージ

デジタルカメラによるアンカーボルトの出来形計測状況 計測結果を部材取付時のボルト孔位置制作図面に正確に反映
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

80

 施工手順の見える化による安全管理・工程管理に活用

吊上げ⇒旋回⇒架設をステップ化

樹木と干渉⇒伐採

俯角75度の影響範囲の確認

 架設時の既設構造物との干渉チェック、俯角のチェック
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

81

 交差点上一括架設時の架設シミュレーション
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

82

近接物への異常接近監視

GNSS・自動追尾トータルステーション

施工境界監視（3D）[1]

 ベント設備の変動監視

傾斜センサ

傾き監視[4]

 クレーンの接触回避

超音波センサ・ICTクレーン

離隔監視[3]

ICTクレーン（仮称）
近接建築物・高架橋・架空性の3D情報を
インプット（接触事故防止の確実性向上）

用地外への越境監視

レーザーセンサ

施工境界監視（2D）[2]

出典： [1] NETIS．KT-140100-A、 [2] NETIS．KT-130018-A
[3] NETIS．KT-140059-A、 [4] NETIS．HK-150012-A

➔1方向の目視確認を5面同時監視に強化（安全性が5倍相当）

死角作業の安全確認

モニターカメラ

映像確認

 安全管理に活用
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資料 ３．１）③ ＤＸ活用事例の紹介

83

「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測」に関する現場試行

出典：国土交通省 令和3年7月8日 Press Release

・デジタルカメラや動画撮影したデータから鉄筋径、鉄筋間隔等の各種数値計測と併せて、計測状況や結果を同
時に遠隔地の発注者へリアルタイムで提供することも可能
・全国の直轄⼯事現場において活⽤を進めるため、「デジタルデータを活⽤した鉄筋出 来形計測に関する試⾏要
領（案）」を作成（令和3年7⽉）
・今年度（令和３年度）より試⾏を開始し、令和５年度を⽬標と して社会実装を⽬指す

 ＭＲ技術の活用
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令和５年度 重点活動テーマ

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

２）新技術及び新材料の活用による効率化

① 新防食技術によるメンテナンス事業の効率化

・1800年代後半に建設された橋梁が現役で活躍していることから、
鋼橋は適切に塗装等の被覆を施せば半永久的に使用が可能

・比較的塩分環境の緩やかな場所においては、LCCの観点から塗装不要
の耐候性鋼橋梁が有効

・海上など厳しい塩分環境において、設計寿命の100年間は塗替えが
（防錆上）不要となる、Al・Mg金属溶射が有効

⇒ 新防食技術の活用を要望
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伊良部大橋（沖縄・宮古島）
AlＭｇ溶射＋フッ素塗装

アルミニウム･マグネシウム合金溶射

防食 AlMg溶射 C5塗装

ｺｽﾄ
初期

建設費
塗替
費用

合計
初期

建設費
塗替
費用

合計

少数
主桁

1.21 0 1.21 1 0.26 1.26

細幅
箱桁

1.10 0 1.10 1 0.17 1.17

推奨適用環境

推奨適用部位

外面全体適用時コスト比較

沿岸部等の厳しい塩分環境

上記外面、桁端部等の
腐食環境が厳しい箇所

：LCCは100年想定、内面はD5塗装

少数主桁橋少数主桁橋

細幅箱桁橋
幅員18.65m 、 橋長210m
３径間連続細幅箱桁
トラッククレーン・ベント工法

幅員18.65m 、 橋長160m
３径間連続少数鈑桁
トラッククレーン・ベント工法

【算定条件】【算定条件】

厳しい塩分環境地域
では非常に有効 ※Ｃ５塗装の初期建設費を１とした、費用の比率

資料 ３．２）① 新防食技術によるメンテナンス事業の効率化
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令和５年度 重点活動テーマ

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

２）新技術及び新材料の活用による効率化

② 新材料の活用による生産性向上

・（一社）日本鉄鋼連盟と共同で推進しているSBHS鋼採用工事が
少しずつ増加

・SBHS鋼は、次期大型プロジェクトである大阪湾岸西伸部や下北道路
などの長大橋梁の建設において、初期建設コストやLCCの削減に有効

・高強度ケーブルワイヤーや発錆後の錆進行を遅らせる塗装寿命延長鋼
等も有効

⇒ 新材料の活用を要望



○ＳＢＨＳ（橋梁用高性能鋼板）使用による建設コスト縮減
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資料 ３．２）② 新材料の活用による生産性向上

特
長

鋼重削減および施工コスト低減への寄与大

▽平成２９年１１月 道路橋示方書改定版に追記（SBHS400(W),SBHS500(W)）

▽これまでの実績 直轄（主に港湾）、高速道路会社、ＪＲＴＴ、地方公共団体（東京都他）
２８橋 ４３，０００トン ※ 協会受注分 令和３年４月現在

（一社）日本鉄鋼連盟 カタログ「高性能鋼の概要」より抜粋

一般社団法人 日本鉄鋼連盟との共同推進



近年施工の海外吊橋では、高強度ケーブル採用が主流である

現呼称
製造可能

線径

（M Pa） （ｍｍ）
最大支間

（ｍ）
素線径
(mm)

ｹｰﾌﾞﾙ数量
（ﾄﾝ）

　豊島大橋 2008 540 7.02 903

　関門海峡大橋 1973 712 5.04 5,100

　レインボーブリッジ 1993 570 5.37 5,500

　白鳥大橋 1998 720 5.20 3,560

潤揚大橋（中国） 2004 1,490 5.30 21,000

陽邏長江大橋（中国） 2007 1,280 5.30

　明石海峡大橋 1998 1,991 5.23 50,500

　来島第二大橋 1999 1,020 5.13 8,400

　来島第三大橋 1999 1,030 5.00 8,200

　イズミット橋（トルコ） 2016 1,550 5.91 19,000

　第三ボスポラス橋（トルコ） 2016 1,408 5.40 22,000

　岳陽洞庭湖大橋（中国） 2018 1,480 5.40 21,000

　ブレイラ橋(ルーマニア) 工事中 1,120 5.38 7,000

　チャナッカレ橋（トルコ） 2022 2,023 5.75 40,000

　蔚山大橋（韓国） 2015 1,150 5.40 5,500

　新千年大橋（韓国） 2019 650+650 5.30 2,000

　楊泗港大橋（中国） 2019 1,700 6.20 34,000

案件名

実績

完成年

1,670
5.0
～
8.0

1,570
5.0
～
8.0

1,760
5.0
～
8.0

2,060

1,860
5.0
～
7.0

1,960
5.0
～
7.0

開　　発　　中　

ケーブルの⾼強度などによるコスト低減（重量軽減、⼯程短縮）
88

資料 ３．２）② 新材料の活用による生産性向上



“塗装寿命延長鋼”等の使用による
塗装寿命延長、ライフサイクルコスト低減

・微量のスズ（Sn）あるいはチタン(Ti)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)などを添加し、腐食進行を抑制
・塩害の厳しい環境で、塗装塗り替え寿命延長による維持管理費削減、環境負荷低減が可能

普通鋼

塗装寿命延長鋼

塗装寿命延長鋼等は、同一の塗
装・架設環境下で普通鋼に比べ塗装
周期を約２倍に延長することができ
ます。その結果、普通鋼が100年で
３回の塗替え塗装が必要なのを１回
に削減でき、塗替え維持管理費は約
半減とできます。
また、塗替え塗装回数削減により、

VOC排出抑制に寄与することで環境
負荷を軽減できます。

⇒劣化環境箇所（桁端部、滞水可能性箇所）に適用し、腐食進行を抑制
ローカル部分の性能向上が可能

参考

89

資料 ３．２）② 新材料の活用による生産性向上
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令和５年度 重点活動テーマ

３．鋼橋ＤＸの推進（生産性の向上）

２）新技術及び新材料の活用による効率化

③ 新施工技術の採用による現場作業の省力化

・都市内での橋梁架設における非常に難しい施工条件時に有効な
多軸式特殊台車による大ブロック架設と台車の誘導システム

・主塔ブロックの架設での精度確保に有効なマッチングピースを活用
したパネル架設と従来クレーンを改良した工程短縮工法

⇒ 新施工技術の採用を要望
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●多軸式特殊台車による大ブロック架設時の誘導システムの構築

誘導システム画面【株式会社 宇徳】

【実工事例：国土交通省 関東地方整備局 実施工事】

所定位置まで架設桁を搭載した
多軸台車を誘導システムで誘導

 

架設時状況※

架設概要図※

資料 ３．２）③ 新施工技術の採用による現場作業の省力化

※国土交通省HPより

※橋梁と基礎 2014.2 Vol48 より



フローティングクレーン
によるブロック架設状況

JCCによるパネル架設状況

架設要領 1. 橋直方向パネル架設

橋軸方向

橋
直

方
向

2. 橋直方向パネル架設 3. 橋軸方向パネル架設

4. 橋軸方向パネル架設 5. ダイヤフラム架設 6. パネル架設完了

パネル架設ステップ図

接触面

（機械加工）

スキンプレート

マッチングピース

（下部）

マッチングピース

（上部）

ガイドピース A

ガイドピース B

マッチングピースマッチングピース

マッチングピースマッチングピース

橋
直

方
向

パ
ネ

ル

橋
直

方
向

パ
ネ

ル

橋軸方向パネル

橋軸方向パネル

橋
直

面

橋
直

面

橋軸面

橋軸面

マッチングピース

精度管理要領

・鉛直精度はマッチングピースの
使用により確保。

・同ピースには端面切削を施し、
工場仮組立て時に取り合いを確認。

◆鉛直精度基準及び達成精度
鉛直精度許容値：1/2500
達成精度： 1/3346（最低値）
※製作・架設要領に基づき設定した
鉛直精度基準に沿った設計を実施。

長大橋の主塔のパネル架設 IZMIT橋／事例

資料 ３．２）③ 新施工技術の採用による現場作業の省力化
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ＲＣ主塔工程表

※Ｈ１４_2-2報告書より

鋼製（３Ｐ）主塔工程表

12
１年目 ２年目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

１年目

1 2 3 4 5 126 7 8 9 10 11

後片付け

塔頂部水平材、サドル架設工
JCC 架設⇒溶接

主塔架設工 TP+165～TP+258
JCC_パネル架設⇒溶接

中間部水平材架設工
JCC 架設⇒溶接

準備工 基礎工⇒

工種

主塔架設工 TP+100～TP+165
JCC_パネル架設⇒溶接

JCC 据付工

主塔架設工 基部～TP+100
大ブロック架設 ＆ A/B軸力導入工

主塔基礎周り作業構台設置工

基礎工⇒準備工

後片付け

工種

サドル設置工

水平材部

塔柱部

主塔基礎周り作業構台設置工

・鋼製主塔工程は大規模な
３Ｐ主塔の工程を示す。

・２Ｐは同時施工の考えである。

長大橋の主塔のパネル架設 主塔架設工程の比較

F
C
に
よ
る

大
ブ
ロ
ッ
ク
架
設

▽ ＴＰ+100

J
C
C
に
よ
る

パ
ネ
ル
架
設

▽ ＴＰ+165

・基礎完了後の主塔工期

ＲＣ主塔工期：２３ヶ月
鋼製主塔工期：１１ヶ月

⇒全体建設工程短縮により
費用便益性(B/C)向上を
期待できる

・主塔架設機械
ＦＣは4100ｔ 吊りの高揚程を想定
ＪＣＣ（タワークレーン）は46ｔ 吊りクラスに改良を想定

３Ｐ主塔

資料 ３．２）③ 新施工技術の採用による現場作業の省力化
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４．鋼橋メンテナンス事業の推進
（持続可能な環境整備）

１）橋梁補修工事の確実な実施

①技術者の有効活用

○技術者の有効活用
補修工事を担当する技術者は決して豊富では無く、応募を見送ら
ざる得ないという状況が発生
※ 高速道路大規模更新工事、工期の延長など

⇒ 橋梁補修工事における配置技術者要件緩和や途中交代を可能と
するなど、技術者運用の柔軟な運用を要望

⇒ 技術者途中交代の場合、工事進捗に応じて当初技術者との同実
績条件を求めないなどの運用を要望

⇒ 途中交代した場合の実績の取扱い（認定方法）の検討を要望

令和５年度 重点活動テーマ
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○平成29(2017)年3月28日 大臣官房 技術調査課 建設システム管理企画室長 通知
橋梁保全工事の発注方法について：抜粋
１．監理技術者等の途中交代について
監理技術者制度運用マニュアルに則り、部材等の工場製作期間を含む場合は、工場から現地へ
工事の現場が移行する時点において監理技術者の交代は可能とする。
工場製作期間前後で事前に監理技術者等の交代を考えている場合は、入札時に２名の監理技術
者を申請するものとする。（後略）

〇各局の対応
・四国地方整備局 ２０１７年 途中交代を可能とする試行工事発注（以降継続）
・中国地方整備局 ２０１７年 局内に途中交代を認める旨事務連絡を発出

専任で常駐不要

資料 ４．１）① 技術者の有効活用
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令和4年11月7日 道路局 国道・技術課 道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ企画室 課長補佐 技術企画室 課長補佐
事務連絡 橋梁保全工事における監理技術者等の途中交代について【補足】：抜粋

２．監理技術者等の途中交代について
・H29事務連絡に記載の「工場から現地へ工事の現場が移行する時点」とは、「現場での工事目

的物の施工に着手する時点」とする。(※現地調査のための足場設置は工事目的物の施工に含
まない。)ただし、発注者が工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合に限る。

監理技術者の途中交代の全工事への拡大、普及を要望

資料 ４．１）① 技術者の有効活用
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４．鋼橋メンテナンス事業の推進
（持続可能な環境整備）

１）橋梁補修工事の確実な実施

②施工の実態を反映した適正な工事価格

○橋梁補修工事はその特性から構造や施工方法の変更が多い

⇒ 適正な設計変更を円滑に進めるため、設計・施工条件の明示、積算単位
の明確化を要望

⇒ 四国地方整備局とりまとめの「橋梁補修工事発注のための留意事項」の
全国での使用を要望

○橋梁補修工事は現地本格施工の前から足場が必要

⇒ 実態との乖離が大きいため、適切な足場損料期間の設定を要望

○橋梁補修工事は安全上の理由により標準的な足場設備だけでなく、オプ
ション設備が必要になるケースが多い

⇒ 足場用オプション資機材（床面シート、避難用階段、仮設用特殊重機
等）の適正な費用計上を要望

令和５年度 重点活動テーマ
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〇 策定趣旨；社会インフラの確実な維持を目的に、四国の業界体系を勘案した（不調とならない）工事発注
〇 ２０１９．０８（令和元年８月）の初稿から３年。四国の業界体系を勘案した大幅改訂
〇 不調不落とならない工事内容・監督体制の追記

■適切な工事価格
・予定価格は、施工実績を勘案し見積り等の活用を含めて適切に設定
・難易度の「事例集」に、各積算資料との紐づけ

■条件明示
・現地状況や関係機関の条件、工期延期に関する旨等、きめ細かに明示する。

各積算資料との紐づけ

条件明示例を追加

「橋梁補修工事発注のための留意事項」
の全国での使用を要望

資料 ４．１）② 施工の実態を反映した適正な工事価格
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①受注後、⾜場を設置し『現橋調査（近接調査計測）』を実施
⇒詳細設計（修正設計）を実施するために、⾜場設置が必須

②調達品（⼯場製作品，落橋防⽌装置等購⼊品）製作には『コンクリート削孔』等施⼯完了が必要
⇒調達品（⼯場製作品，落橋防⽌装置等購⼊品）を製作するために⾜場が必要

・橋梁補修⼯事における適切な⾜場損料期間

調査・削孔・調達期間 現地施⼯

調査・削孔期間 現地施⼯

橋梁補修工事における適切な足場損料期間の設定を要望

資料 ４．１）② 施工の実態を反映した適正な工事価格
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・橋梁補修⼯事における施⼯時設備の状況
【現状】①.昇降階段（設備）を当初設計書に計上されているケースが少ない

（NEXCO⽕災事故以降、昇降設備の重要性・複数個所の設置が問われている）
②.多くの橋梁補修⼯事現場で、⾜場下への『塗料やコンクリート削孔⽔の⾶散，落下防⽌』を
⽬的に床⾯シート養⽣を実施

③.中段⾜場の仕様が不明確（⼟⽊⼯事標準積算基準書での基本仕様は部分⾜場であるが、
実⼯事では、全⾯⾜場や⼿摺が必要になるケースあり）

④.現場環境条件により、仮設⽤重機（⾼所作業⾞や橋梁点検⾞）が必要になる現場が多い

※橋梁架設⼯事の積算より抜粋

【昇降階段】

【部分中段⾜場】

【床⾯シート養⽣
（床版補強⼯⽤⾜場】

【全⾯中段⾜場】

【床⾯シート養⽣
（⽀承取替⼯⽤⾜場】

【橋梁点検⾞】

橋梁補修工事において施工時設備の適切な設定を要望

資料 ４．１）② 施工の実態を反映した適正な工事価格
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４．鋼橋メンテナンス事業の推進
（持続可能な環境整備）

１）橋梁補修工事の確実な実施

③設計者と施工者の連携(報告)

・建設コンサルタンツ協会と日本橋梁建設協会は共同で、橋梁保全
事業の活性化を目的として「今後の橋梁保全事業のあり方ＷＧ」
を設置し、報告書を作成・公表

・今後両協会にて各発注者に説明を行っていく予定

主な内容は下記のとおり
・品質確保に向けた技術標準類の整備
・コンサルタントと施工者の役割分担と連携
・保全事業における積算体系

令和５年度 重点活動テーマ



⽬的 ︓ 橋梁保全事業の活性化
議題 ︓ ①設計・施⼯間での保全事業特有の問題・課題を明確にし、

相互理解を深める。
②設計・施⼯の実務者の⽴場から具体的な課題を取り上げ、
両者で解決策を探る。

③事業促進のため、問題解決への寄与や情報発信を⾏う。
状況 ︓ 報告書取り纏め完了・公表（各協会HP）
報告書の構成
1章 保全事業の課題
2章 品質確保に向けた技術標準類の整備
3章 コンサルタントと施⼯者の役割分担と連携
4章 保全事業における積算体系
5章 今後の保全事業のあり⽅
付録 耐震補強設計照査要領(案)

補修・補強設計照査要領(案)

建設コンサルタンツ協会 × 日本橋梁建設協会

今後の橋梁保全事業のあり方ＷＧの活動
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資料 ４．１）③ 設計者と施工者の連携（報告）
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1章 保全事業の課題
■両協会メンバーへのアンケート調査・結果分析⇒課題抽出、意⾒交
換
■課題 ① 品質確保に向けた技術基準類の整備（保全特有の品
質・安全管理が必要）

② 設計者と施⼯者の役割分担の明確化と連携の強化
③ 積算体系の整備

＜報告書の構成＞

1章 保全事業の課題
2章 品質確保に向けた技術標準類の整備
3章 コンサルタントと施⼯者の役割分担と連携
4章 保全事業における積算体系
5章 今後の保全事業のあり⽅
付録 耐震補強設計照査要領(案)

補修・補強設計照査要領(案)

3章 コンサルタントと施⼯者の役割分担と連携

■役割分担（設計段階と施⼯段階）の理解

・現地調査︓各段階の制約を考慮

・施⼯計画︓現場制約を考慮（設計変更等）

■連携（設計段階と施⼯段階）の取組促進

・R-1⽅式︓⼯事段階で設計者関与

・R-2⽅式︓設計段階から施⼯者関与

4章 保全事業における積算体系

■設計・施⼯条件の明⽰、積算単位の明確化

⇒・保全⼯事の特殊性を考慮した積算

・条件明⽰の適正化、設計対象数量の明確化

・間接費の⼯種区分及び率計上項⽬の⾒直し

■⾒積活⽤

⇒「⾒積りを活⽤する積算⽅式」の積極的な採⽤

今後の活動⽅針

■関連技術基準の整備の推進

■事業内容に合わせた技術提案･交渉⽅式の積極的採⽤

■設計･施⼯条件の明⽰や⾒積を⽤いた積算⽅式の採⽤

2章 品質確保に向けた技術標準類の整備
■保全特有の統⼀的な品質・安全管理が必要

基準類不整備による懸案事項
・設計計画の煩雑さ、不統一
・設計業務と工事施工のミスマッチ
・工事施工での標準化の障害
・積算基準と実態との乖離 など

対策

【基準類の整備】
・設計施工基準
・施工管理基準
・標準施工要領 等

資料 ４．１）③ 設計者と施工者の連携（報告）
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